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問ハローワーク下市 求人・職業相談部門
　☎0747（52）3867

ハローワーク下市では、吉野、五條地域の多くの優良企業
の皆様からの正社員求人のお申込があります。今こそ正社
員就職の絶好のチャンスです！！
ぜひ一度、ハローワーク下市をご利用ください。 

広　告

今こそ
正社員

正社員就職を
　　　　希望している方へ

日常の何気ない出来事や、お祭りなどのイベントごと、風
景写真など、投稿内容は何でもOKです。写真の電子デ
ータと内容の説明文（100文字程度）を右記メールアドレ
スまでお送りください。（先着順で掲載）

（公序良俗に反する内容や営利目的の広告等は掲載できま
せん。）

「よしのコレクション」に掲載する投稿記事を募集しています
 応 募 方 法
●メールアドレス　cvy@town.yoshino.lg.jp  へ
●住所・氏名・日中連絡の取れる電話番号 明記
●ペンネームでの掲載希望の場合はその旨明記
●吉野町にゆかりのある方。個人・団体問いません。
問政策戦略課 広報広聴室　℡（32）９０９０

町 の 人 口
3月末現在登録人口

人口合計 人
男性 人2,850
女性 人3,3346,184 世帯数 （-4世帯）  内訳

増加21世帯
減少25世帯

転入 14人
転出 32人

世
帯3,０82
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よしコレ
住民のみなさんからの
投稿ページ　＃５7

吉野町在住

たろちゃん

立春前日、吉野山金峯山寺蔵王堂節分会に

て３年ぶりに「福は内、鬼も内」と唱えながら

福豆撒きが行なわれ、久々に活気のある賑

やかな雰囲気に包まれました。

ここ吉野山では全国から追われた鬼を迎え

入れます。荒れ狂う鬼を経典の功徳や法力に

よって、又信徒らの撒く豆で平伏させて「良

い鬼」に改心させます。
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現在吉野町では、全国の主なコンビニエンスストア・スマートフォン決済アプリで

「税・保険料等の納付」を取り扱っていますが、４月から新たに「介護保険料・後期高

齢者医療保険料・住宅使用料の納付」も利用できるようになりました。コンビニ納付

は、休日や夜間を問わず、全国の対象店舗で、いつでもお支払いできます。

また、スマートフォン決済アプリを利用することで、現金を使用しない、キャッシュレ

スで納付することができます。時間や場所を気にせず、「いつでも、どこでも、簡単

に」お支払いができますので是非ご利用ください。

従来どおり、金融機関での窓口納付や口座振替でも納めることができますので、ご

都合の良い納付方法をお選びください。

「介護保険料・後期高齢者医療保険料・住宅使用料」も
コンビニ・スマホでお支払い！
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口座振替で納付03

取扱金融機関 南都銀行、りそな銀行、奈良県農業協同組合、近畿２府４県のゆうちょ銀行または郵便局

窓口で納付04

納付場所

吉野町役場（各担当課の窓口）
南都銀行、奈良県農業協同組合、近畿２府４県のゆうちょ銀行または郵便局
【ご注意】令和５年４月１日以降、りそな銀行での窓口納付は利用できなくなりました。

コンビニで納付01

納付できる税目・料金
町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料、上下水道使用料、住宅使用料

納付できる

コンビニエンスストア

ＭＭＫ設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマ
ート、セブン‐イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザ
キデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマ
ート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショッ
プ、ヤマザキデイリーストア、ローソン、ローソンストア１００

コンビニで取り扱い

できない納付書

バーコードのないもの、バーコードが読み取れないもの、納期限
を過ぎたもの、金額を訂正したもの、１枚の納付書の納付額が３０
万円を超えるものは取り扱いできません。

コンビニでは、現金のみ納付できます。クレジットカード払いや電子マネー
納付はできません。コンビニで発行されるレシートは、正しい手続きが行
われたことの証明になりますので、必ず領収書と一緒に保管してください。

コンビニ
納付の注意点

！

スマートフォン決済アプリで納付02

利用できる決済アプリ
PayPay 請求書払い、LINE Pay 請求書支払い、ＰａｙＢ、J-Coin 請求書払い、d払い 請求書払い、
au PAY（請求書支払い）

納付の流れ

①利用するアプリをダウンロードし、利用登録する。
②電子マネーのチャージまたは利用口座を登録する。
③納付書のバーコードを読み取る。（下記の納付書見本を参照）
④支払内容や金額を確認し、支払う。

※利用方法やチャージ、ポイント付与の有無は、アプリごとに異なりますので、ご利用するアプリ会社の
ホームページ等でご確認ください。

決済アプリで取り扱い

できない納付書

バーコードのないもの、バーコードが読み取れないもの、納期限を過ぎたもの、金額を訂正したもの、１枚
の納付書の納付額が３０万円を超えるものは取り扱いできません。

領収書は発行いたしませんので、アプリ内の「支払履歴」からご確認ください。
スマートフォン決済アプリで納付した場合、証明書を発行できるようになるまで時間がかかります。証明書
が必要な場合は、役場各担当課の窓口へお越しください。アプリ内の「支払履歴」を確認後に証明書を発
行します。

決済アプリの
注意点！
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令和５年度から、町税の納付書の表面に「二次元コード」の印字がある場合は、地方税共同機構が提供する「地方税

お支払サイト」を利用して、スマホ決済アプリでの納付やクレジットカード納付ができるようになります。

また、現金で納付する場合は、全国の地方税統一二次元コード対応の金融機関で納付が可能となります。

「地方税統一二次元コード」を利用した納付方法が導入されます

お問い合わせ　　総務課 （会計担当）　℡（32）3081

納付できる対象税目

(当初発行の納付書のみ)
固定資産税、軽自動車税（種別割）

地方税お支払サイト

地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」にアクセス後、納付書
の表面に記載された二次元コードを読み取って納付してください。
▶クレジットカード払いが可能です。
▶4時間、365日利用できます。

▶納付期限が過ぎた納付書は二次元コードによる納付ができません。

▶破損・汚損などで二次元コードが読み取れない場合、利用できません。

▶二次元コードで納付した場合、領収証は発行されません。

▶納付後、町が納付を確認できるまでに一定期間を要します。すぐに納税証明書が必要な方は、アプリ内
の「支払履歴」、金融機関やコンビニエンスストアで納付した「領収証」を町民税務課へご提示ください。

留意事項！

地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」にアクセス後、納付書
の表面に記載された二次元コードを読み取って納付してください。
▶クレジットカード払いが可能です。
▶24時間、365日利用できます。

納付方法
１

地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」にアクセス後、納付書
の表面に記載された二次元コードを読み取って納付してください。
▶クレジットカード払いが可能です。
▶4時間、365日利用できます。

納付方法
１

スマホ決済アプリ

アプリを起動し、納付書の表面に記載された二次元コードを読み取って納
付してください。
※利用可能なアプリは、「地方税お支払サイト」内をご覧ください。

※アプリの使用方法等は各アプリのホームページ等でご確認ください。

納付方法
2

◀地方税お支払
　サイト

金融機関窓口

地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」にアクセス後、納付書
の表面に記載された二次元コードを読み取って納付してください。
▶クレジットカード払いが可能です。
▶4時間、365日利用できます。

町指定金融機関以外の「地方税統一二次元コード対応金融機関」でも納
付することができます。
※地方税統一二次元コード対応金融機関は、地方税共同機構のホーム

ページでご確認ください。

納付方法
3

◀地方税共同
　機構のホーム
　ページ

下記納付書見本
を参照
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用
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「スマホDX支援講師」が
誕生しました

3月２２日、「スマートフォン講師育成講座修了式」を
行いました。（今回の講座は、奈良県スマホ講習業
務等委託事業で開催。）町内在住の6名が受講し、
専門の講師からスマホの基本操作と教え方などを
学び、実際の教室を想定してお互いが講師役・受講
生役となり教え方を演習しました。所定のプログラ
ムを修了したことを受けて、町独自の「スマホDX支
援講師」に認定されました。認定者の一人は、「お互
い学び合いながら、スマホ活用の高齢者が増える
ようお手伝いしたい」と感想を語っていました。
認定者は、今後町が主催するスマホ教室等で講師
やサポートの役目を担っていただく予定です。スマ
ホ利活用方法について、高齢者等の学びの場が更
に充実することが期待されます。

「スマホDX支援講師」

荒槇 一行（佐々羅） 　　小野 正太（上市）

林 　秀子（吉野山） 　　松谷 真輔（立野）

宮川 雄二郎（飯貝） 　   山本 隆敏（喜佐谷）

以上６名　（順不同・敬称略）

町が認定

▲▶今回認定されたスマホDX
　　支援講師と関係者の皆さん

デジタル変革に関する
政策アドバイザー就任式

４月４日、吉野さくら学園において、令和４年度に就
任した陳内裕樹氏（組織体制や総合分野を担当）に
加え、新たに、教育分野に深い知見をお持ちの小出
泰久氏の就任式を行いました。お二人は、全国数多
くの自治体で、デジタル変革に関するアドバイザー
として活躍しています。

当日は、木のまち吉野らしい木製の委嘱状を授与

し、町長、教育長、学校関係者との意見交換を行い

ました。町長からは、「デジタル変革とは、単にデジ

タル技術を導入することではない。サービスのあ

り方を変革するための手段として、デジタル技術を

活用することが重要であり、お二人には外部の目

からそのサポートをして頂きたい」との挨拶があり

ました。

吉野町のデジタル変革

左から小出氏、中井町長、土居教育長、陳内氏

陳内裕樹氏

・内閣府クールジャパン
地域プロデューサー

・東北芸術工科大学　
教授（客員）

小出泰久氏

・東北大学大学院情報
科学研究科 特任教授
（客員）

・大阪教育大学 教授
（客員）
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▶納付後、町が納付を確認できるまでに一定期間を要します。すぐに納税証明書が必要な方は、アプリ内
の「支払履歴」、金融機関やコンビニエンスストアで納付した「領収証」を町民税務課へご提示ください。

留意事項！

地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」にアクセス後、納付書
の表面に記載された二次元コードを読み取って納付してください。
▶クレジットカード払いが可能です。
▶24時間、365日利用できます。

納付方法
１

地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」にアクセス後、納付書
の表面に記載された二次元コードを読み取って納付してください。
▶クレジットカード払いが可能です。
▶4時間、365日利用できます。

納付方法
１

スマホ決済アプリ

アプリを起動し、納付書の表面に記載された二次元コードを読み取って納
付してください。
※利用可能なアプリは、「地方税お支払サイト」内をご覧ください。

※アプリの使用方法等は各アプリのホームページ等でご確認ください。

納付方法
2

◀地方税お支払
　サイト

金融機関窓口

地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」にアクセス後、納付書
の表面に記載された二次元コードを読み取って納付してください。
▶クレジットカード払いが可能です。
▶4時間、365日利用できます。

町指定金融機関以外の「地方税統一二次元コード対応金融機関」でも納
付することができます。
※地方税統一二次元コード対応金融機関は、地方税共同機構のホーム

ページでご確認ください。

納付方法
3

◀地方税共同
　機構のホーム
　ページ

下記納付書見本
を参照

読
み
取
り
用
二
次
元
コ
ー
ド

見
本

「スマホDX支援講師」が
誕生しました

3月２２日、「スマートフォン講師育成講座修了式」を
行いました。（今回の講座は、奈良県スマホ講習業
務等委託事業で開催。）町内在住の6名が受講し、
専門の講師からスマホの基本操作と教え方などを
学び、実際の教室を想定してお互いが講師役・受講
生役となり教え方を演習しました。所定のプログラ
ムを修了したことを受けて、町独自の「スマホDX支
援講師」に認定されました。認定者の一人は、「お互
い学び合いながら、スマホ活用の高齢者が増える
ようお手伝いしたい」と感想を語っていました。
認定者は、今後町が主催するスマホ教室等で講師
やサポートの役目を担っていただく予定です。スマ
ホ利活用方法について、高齢者等の学びの場が更
に充実することが期待されます。

「スマホDX支援講師」

荒槇 一行（佐々羅） 　　小野 正太（上市）

林 　秀子（吉野山） 　　松谷 真輔（立野）

宮川 雄二郎（飯貝） 　   山本 隆敏（喜佐谷）

以上６名　（順不同・敬称略）

町が認定

▲▶今回認定されたスマホDX
　　支援講師と関係者の皆さん

デジタル変革に関する
政策アドバイザー就任式

４月４日、吉野さくら学園において、令和４年度に就
任した陳内裕樹氏（組織体制や総合分野を担当）に
加え、新たに、教育分野に深い知見をお持ちの小出
泰久氏の就任式を行いました。お二人は、全国数多
くの自治体で、デジタル変革に関するアドバイザー
として活躍しています。

当日は、木のまち吉野らしい木製の委嘱状を授与

し、町長、教育長、学校関係者との意見交換を行い

ました。町長からは、「デジタル変革とは、単にデジ

タル技術を導入することではない。サービスのあ

り方を変革するための手段として、デジタル技術を

活用することが重要であり、お二人には外部の目

からそのサポートをして頂きたい」との挨拶があり

ました。

吉野町のデジタル変革

左から小出氏、中井町長、土居教育長、陳内氏

陳内裕樹氏

・内閣府クールジャパン
地域プロデューサー

・東北芸術工科大学　
教授（客員）

小出泰久氏

・東北大学大学院情報
科学研究科 特任教授
（客員）

・大阪教育大学 教授
（客員）
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奈良県職員として採用され、旧吉野高校に設立された奈良

県フォレスターアカデミーで2年間森林環境管理に関する

知識や技能を習得した森林管理職が「奈良県フォレス

ター」として吉野町に派遣されました。これは、県職員を同

一市町村に長期間派遣する取組で、吉野町を含む7市町

村が対象となった、全国初となる奈良県独自のものです。

派遣職員は吉野町の職員として林務行政を担当し、主に伐

採届等の受理や森林環境管理に関する業務を行います。

県のフォレスター 吉野町へ派遣
防災面からも森林管理を重要視

TOWN OF WOOD

木のまち　よしの

登山や登山や登山や登山や登山や登山や登山や登山ややクライクライクライイライミミングミンミミングが趣味が趣味がが趣味で、以で 以で、以以以以前からから前から前から前から前からかかか 山山山山山山山
に親しに親にに親しに親に親しに親親しに親にに しんでんでんできんできんんできんできききんででききましたましたましたましたましたましたましたましたまししししましたまし 吉野吉吉野吉野吉吉野吉吉野吉野吉野吉野吉野野町の森町の森町の森町の森町の森の町のの森町 林が適林が適林が林が適適適適適適適適適適適適適適適適

暮らし環境整備課 農林振興室　森本祐太郎

にに親に親し親し親し親親し親親親親し親し親 んできんできんできんできできできでききききききましたましたましたましたましたましたまましたまししましたしま た。吉野吉野吉野吉吉吉野吉。吉野。吉野吉。吉野吉野野吉野吉。吉 町の森町町の森町の森町の森町の森町のの 林林が適林が適林が適適適適適適適林が適適林 適適適適に親し親親し親し親親に親しんできんできんできんできききできんできんできでききんできましたしたしたしたしたしたしたしたたしたしたしたしたしたたたしたたた。吉。吉。吉。吉。吉野。吉野。吉野吉吉野吉。吉野吉。吉野。吉野。吉野。吉野吉。吉野。吉野。吉。 町の森町町の森町の森町の森町の森の町 林林が適林が適林が適林が適が適適林が適適適が適適
正に管正に管正に管に管正に管正に管正に管正に管正に管正に管正に管正に管正に管正に管に管正に管正に管正に管管理され理され理され理理さ理さされれれれれれれれれ理され理され理され理され理されされれ 林業、林、林業林業林林林業、林、林業林業林業業林業業林業、林業、林業林林林林業、林業林業、林、林業業林業林業林業業林林業林業林業、 の持続の持続の持の持続の持続のの持続の持続持持続持持続持続持続持続的な発的な発的な発的な発的な発的な発的な発的な発的な発的な的な発的な発な的的的な的な的なな 展に展につ展につ展展展ににつにつにつにつにつ展につつ展 つつつ
ながるながながるながるながるながるながるながるながるながるながながるががながながるながるがながるるがるながるながが よう努よう努よう努よよう努よう努よう努よう努う努う努う努よう努よう努努努努努努よ 努努努努努努努努努よ 努努努よう努努努努努努努努努努努努努努努努努努努努力力し力力力力して力して力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力力 いいいきたきたいと思思と思と思と思と思いますすすす。。。。。。。。。。。。。。

伐採届等についての変更（令和5年4月～）

▶本人確認書類等の添付書類の提出義務付け

令和3年に熱海市で発生した土石流災害などに

より、宅地造成等規制法が改正されたことなどか

ら、森林に関する届出についても他法令との切れ

目のない対応を図ることが求められるようになっ

た。（令和4年9月森林法施行規則改正による）

※変更点の詳細や提出方法等について、お気軽に

ご相談ください。

このほど、日本赤十字社奈良県支部より災害救援車１台と

非常用トイレ（組立式）１台が吉野町分区に貸与配備されま

した。県支部では、災害救護体制の充実強化のため、町民

の皆さんからのご協力による赤十字活動協力資金や事業

所・個人からの寄付金をもとに、計画的に県内の地区分区

（市町村）に救援車両や救護資機材などを配備しています。

今回配備された物品は災害時の救援活動や被災者支援を

はじめ、赤十字思想の普及活動や地域福祉の推進に活用

します。

◀
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
た
れ
る
、テ
ン
ト
で
覆
わ

れ
た
非
常
用
ト
イ
レ

吉野の未来のために

for Yoshino's future

災害へ備える
「災害救援車」「非常用トイレ」を貸与配備

里田前消防団長は、平成５年４月に消防団に入団し、通算３０年の長きにわたって消防活動

に精励され、４月９日に退任しました。特に団長就任時においては、公益財団法人奈良県消防

協会の監事や評議員を歴任するなど、吉野町のみならず奈良県の消防行政の推進に寄与

されました。また、令和２年には吉野町消防団の長きにわたる功績が認められ、公益財団法

人日本消防協会において最高位である特別表彰「まとい」（左の写真）を受賞するなど、吉

野町消防団活動の発展に尽力されました。

上西新消防団長は、平成４年に入団、上市第１分団分団長、副団長を歴任し、４月１０日から

吉野町消防団長に就任されました。

吉野町消防団

里田徳幸団長が退任
上西弘祐氏が
　　　新たに団長就任

里田前団長　　　　上西新団長　　　中井町長

永年にわたり、消防の使命達成に尽

力した功績を挙げられたことから、上

西弘祐氏（上市・57歳）に消防庁長

官から永年勤続功労章が贈られま

した。上西氏は、平成４年に吉野町

消防団に入団し、平成27年に副分

団長、平成２9年から分団長、平成31年から今年にか

けて副団長を歴任。若い団員を率いて労力を惜しまず

職務にまい進し、豊富な経験を生かした消防施設の

強化拡充、時代に即応した後継団員の育成等、消防

団の発展に尽力した功績を認められ、この度の受章と

なりました。上西氏は、「町民の皆様に支えられ、現在

まで活動することができ、感謝申し上げます。これから

も町民の皆様のために、そして消防団の未来のために、

力を尽くしたいと思います。」と語られました。

上西　弘祐 氏上西　弘祐 氏上西　弘祐 氏

上西 弘祐 氏  消防庁長官表彰
　　　　　　　　永年勤続功労章

うえにし こうすけ
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奈良県職員として採用され、旧吉野高校に設立された奈良

県フォレスターアカデミーで2年間森林環境管理に関する

知識や技能を習得した森林管理職が「奈良県フォレス

ター」として吉野町に派遣されました。これは、県職員を同

一市町村に長期間派遣する取組で、吉野町を含む7市町

村が対象となった、全国初となる奈良県独自のものです。

派遣職員は吉野町の職員として林務行政を担当し、主に伐

採届等の受理や森林環境管理に関する業務を行います。

県のフォレスター 吉野町へ派遣
防災面からも森林管理を重要視

TOWN OF WOOD

木のまち　よしの

登山や登山や登山や登山や登山や登山や登山や登山ややクライクライクライイライミミングミンミミングが趣味が趣味がが趣味で、以で 以で、以以以以前からから前から前から前から前からかかか 山山山山山山山
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暮らし環境整備課 農林振興室　森本祐太郎
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伐採届等についての変更（令和5年4月～）

▶本人確認書類等の添付書類の提出義務付け

令和3年に熱海市で発生した土石流災害などに

より、宅地造成等規制法が改正されたことなどか

ら、森林に関する届出についても他法令との切れ

目のない対応を図ることが求められるようになっ

た。（令和4年9月森林法施行規則改正による）

※変更点の詳細や提出方法等について、お気軽に

ご相談ください。

このほど、日本赤十字社奈良県支部より災害救援車１台と

非常用トイレ（組立式）１台が吉野町分区に貸与配備されま

した。県支部では、災害救護体制の充実強化のため、町民

の皆さんからのご協力による赤十字活動協力資金や事業

所・個人からの寄付金をもとに、計画的に県内の地区分区

（市町村）に救援車両や救護資機材などを配備しています。

今回配備された物品は災害時の救援活動や被災者支援を

はじめ、赤十字思想の普及活動や地域福祉の推進に活用

します。

◀
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
保
た
れ
る
、テ
ン
ト
で
覆
わ

れ
た
非
常
用
ト
イ
レ

吉野の未来のために

for Yoshino's future

災害へ備える
「災害救援車」「非常用トイレ」を貸与配備

里田前消防団長は、平成５年４月に消防団に入団し、通算３０年の長きにわたって消防活動

に精励され、４月９日に退任しました。特に団長就任時においては、公益財団法人奈良県消防

協会の監事や評議員を歴任するなど、吉野町のみならず奈良県の消防行政の推進に寄与

されました。また、令和２年には吉野町消防団の長きにわたる功績が認められ、公益財団法

人日本消防協会において最高位である特別表彰「まとい」（左の写真）を受賞するなど、吉

野町消防団活動の発展に尽力されました。

上西新消防団長は、平成４年に入団、上市第１分団分団長、副団長を歴任し、４月１０日から

吉野町消防団長に就任されました。

吉野町消防団

里田徳幸団長が退任
上西弘祐氏が
　　　新たに団長就任

里田前団長　　　　上西新団長　　　中井町長

永年にわたり、消防の使命達成に尽

力した功績を挙げられたことから、上

西弘祐氏（上市・57歳）に消防庁長

官から永年勤続功労章が贈られま

した。上西氏は、平成４年に吉野町

消防団に入団し、平成27年に副分

団長、平成２9年から分団長、平成31年から今年にか

けて副団長を歴任。若い団員を率いて労力を惜しまず

職務にまい進し、豊富な経験を生かした消防施設の

強化拡充、時代に即応した後継団員の育成等、消防

団の発展に尽力した功績を認められ、この度の受章と

なりました。上西氏は、「町民の皆様に支えられ、現在

まで活動することができ、感謝申し上げます。これから

も町民の皆様のために、そして消防団の未来のために、

力を尽くしたいと思います。」と語られました。

上西　弘祐 氏上西　弘祐 氏上西　弘祐 氏

上西 弘祐 氏  消防庁長官表彰
　　　　　　　　永年勤続功労章

うえにし こうすけ
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令和５年第１回定例会は、3月３日招集され、１７日までの15日間の会期で開催されました。今期の

定例会では、２名の議員が町政等について一般質問をおこないました。

なお、議決された案件の大要及び審議結果は次のとおりです。

① 吉野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する
条例の制定　　　　　　　　　　　　　  【 可決 】

　　デジタル技術を活用することにより、町民の利便性
の向上及び行政運営の簡素化・効率化を図るため、町
の機関等に係る手続等に関し、オンライン化を行うた
めの共通の事項を規定するための条例制定

② 吉野町個人情報保護法施行条例の制定　　【 可決 】
　　個人情報の保護に関する法律において、各自治体
の条例で定めることとされている、個人情報の開示に
係る手数料や、現行の吉野町個人情報保護条例の廃
止に伴う経過措置等を規定するための条例制定

③ 吉野町個人情報保護審査会条例の制定 　  【 可決 】
　　吉野町個人情報保護審査会に係る委員数、任期、調
査・審議等の手続きについて必要な事項を定めるた
めの条例制定

④ 吉野町企業版ふるさと納税基金条例の制定 【 可決 】
　　まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行うための基
金を設置することについて規定するための条例制定

⑤ 吉野町課設置条例の一部改正　　　　　 【 可決 】
　　農林振興課を廃止し、「農林振興課が所管する事
務」を暮らし環境整備課に移管し、協働のまち推進課
所管の「ふるさと納税」の事務を政策戦略課に移管す
ることに伴う条例改正

⑥ 吉野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例の一部改正　　　　　　　　　  【 可決 】

　　国家公務員の給与改定に準じ、本町一般職職員の
給料表を改めたことから、会計年度任用職員の給料
表を一般職職員の給料表に準じたものとするための
条例改正

⑦ 吉野町手数料条例の一部改正　　　　　　【 可決 】
　　ごみ処理の広域化に伴い、吉野広域行政組合がご
み袋等の販売を中止するため、新たに吉野町が単独
でごみ袋等の販売手数料を定める必要が生じたこと
による条例改正
⑧ 吉野町国民健康保険条例の一部改正　　  【 可決 】
　　健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布
されたことに伴い、出産育児一時金の支給額につい
て[40万8千円]から[48万８千円]に改めるための条
例改正

⑨ 吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する
条例の一部改正　　　　　  　　　　　　【 可決 】

　　消防庁において消防団員の報酬等の基準が制定
され、年額報酬の額が「消防団員の階級の基準」に定
める額を標準と定められたことに伴う、消防団員の処
遇改善のための条例改正

⑩ 吉野町議会の個人情報の保護に関する条例の制定
【 可決 】

　　「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整
備に関する法律」の施行により、個人情報の保護に関
する法律が改正され、議会は同法の適用除外となる
ため、新たに議会における個人情報の保護に関する
条例を制定する必要が生じたことによる条例制定 

⑪ 令和４年度一般会計補正予算(第12号)の専決処分
【 承認 】

  ・補正規模　160万9千円
  ・予算総額　60億6,896万1千円
  ・歳入　▶出産・子育て応援交付金(134万円)、▶繰越
金(26万9千円)

  ・歳出　▶出産・子育て応援交付金（妊婦1名あたり5
万円、出生児1名あたり5万円）(150万円)、▶事務
費(10万9千円)

⑫ 令和４年度一般会計補正予算(第13号)　　【 可決 】
  ・補正規模　1億8,319万3千円
  ・予算総額　62億5,215万4千円
  ・地方債　追加「避難路整備」150万円

限度額の変更「町道整備」900万円減額し
8,030万円に変更

  ・主な歳入　▶地方交付税(7,585万6千円)、▶学校
安全特別対策事業費補助金(158万円)、▶繰越金
(1億1,126万4千円)等

  ・主な歳出　▶庁舎整備基金積立金(1億4,000万
円)、▶町道管理事業(1,300万円)、▶通学バス運行
事業(258万5千円)、▶退職予定者退職手当特別負
担金(2,733万3千円)等

  ・繰越明許費（翌年度への繰越経費）
　  「公有財産管理事業」を含む6事業(総額4,661万9
千円)

（1） 条　　例　　《10件》

令和５年度予算を含む全議案を可決・同意他令和5年第1回定例会 令和５年度予算を含む全議令和５年度予算を含む全議
議 会 だ よ り⑬ 令和５年度一般会計予算　　　　　　　 【 可決 】

予算総額　55億8,100万円
(対前年度 3億5,900万円増)
　「第５次吉野町総合計画」を着実に推進するとともに、
「吉野町第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げ
た計画・目標を達成するための予算【概要は、広報よ
しの5月号P１３～P１５「令和５年度吉野町の当初予算」
を参照ください。】
≪令和5年度の重点施策≫
▶子育て支援の充実
　　妊娠・出産から幼児教育・保育、小中学校教育まで

の様々な支援の実施
▶職員の人材育成
　　複業人材を活用した職員研修企画、戦略的な採用
等を行い、職員のスキル、町民サービスの向上を目
指す
▶関係人口の創出と移住定住の促進

　　関係人口のデータ化やシティプロモーションを通じ
た効果的な地域の担い手を創出
▶地域特性を活かした土地利用の促進

　　旧吉野小学校跡地の利活用を推進し、地域経済の
活性化、交流の促進を図る
▶情報通信技術等を活用したデジタル化の推進

　　吉野町デジタル変革条例に基づき町民の利便性
の向上等に関する事業を各分野にて実施

⑭ 令和５年度国民健康保険特別会計予算　　【 可決 】
　予算総額　10憶8,1０0万円
　[主な歳入]  
　・国民健康保険税　　　　　  　 1億7,971万3千円
　・県支出金　　　　　  　　　　 8億1,095万6千円
　・連合会支出金　　　　　  　　　　　　　 88万円
　・繰入金　　　　　　　　　　　　　 8,318万円
　・繰越金 　　　　　　　　　　　　　　 601万円
　[主な歳出]
　・総務費　　　　　　　　　　　　　　 876万円
　・保険給付費　　　　　　　　　7億6,507万4千円
　・国民健康保険事業費納付金　　　 2億8,500万円
　・保健事業費　　　　　　　　　　  1,441万5千円
　・諸支出金　　　　　　　　　　　　　 675万円
⑮ 令和５年度後期高齢者医療特別会計予算 【 可決 】
予算総額　1億7,500万円  
[主な歳入]
　・後期高齢者医療保険料　　　   1億1,741万2千円
　・繰入金　　　　　　　　　　　　  5,372万1千円
　・諸収入　　　　　　　　　　　　 383万4千円
[主な歳出]
　・総務費　　　　　　　　　　　　　  287万9千円
　・後期高齢者医療広域連合納付金  1億6,769万7千円
　・保健事業費　　　　　　　　　　　  392万4千円

⑯ 令和５年度介護保険特別会計予算　　　　【 可決 】
 《保険事業勘定》
　予算総額　12億7,030万円
　[主な歳入]  
　・保険料　　　　　　　　　　   2億1,377万4千円
　・国庫支出金　　　　　　　　   3億2,271万2千円
　・支払基金交付金　　　　　  　 3億2,659万5千円
　・県支出金　　　　　　　　　　1億9,375万3千円
　・繰入金　　　　　　　　　　　2億1,341万1千円
　[主な歳出]
　・総務費　　　　　　　　　　　　  1,954万7千円
　・保険給付費　　　　　　　　 11億7,727万1千円
　・地域支援事業費 　　　　　　　　 7,225万7千円
　・諸支出金　　　　　　　　　　　　　 121万円
 《サービス事業勘定》
　予算総額　390万円
　[主な歳入]  
　・サービス収入　　　　　　　　　　　 70万2千円
　・繰入金　　　　　　　　　　　　　 318万8千円
　[歳出]
　・サービス事業費　　　　　　　　　　　 390万円
⑰ 令和５年度下水道事業特別会計予算　　　【 可決 】
　予算総額　2億3,060万円
　[主な歳入]  
　・分担金及び負担金　　　　　　　　  197万5千円
　・使用料及び手数料　　　　　　 2,524万2千円
　・国庫支出金　　　　　　　　　　　　　 450万円
　・繰入金　　　　　　　　　　　1億5,218万1千円
　・町債　　　　　　　　　　　　　　　 4,670万円
　[歳出]
　・下水道事業費　　　　　　　　　  6,886万7千円
　・公債費　　　　　　　　　　　1億6,173万3千円
⑱ 令和５年度農業集落排水事業特別会計予算【 可決 】
　予算総額　3,230万円
　[主な歳入]  
　・使用料及び手数料　　　　　　　　　    365万円
　・繰入金　　　　　　　　　　　 1,466万6千円
　・繰越金   　　　　　　　　　　　　　 88万1千円
　・町債　　　　　　　　　　　　　　　 1,310万円
　[歳出]
　・農業集落排水事業費　　　　　　  1,113万4千円
　・公債費　　　　　　　　　　　　  2,116万6千円
⑲ 令和５年度水道事業特別会計予算　　　　【 可決 】
　・業務の予定量
給水戸数（開栓戸数）　　　　　　　　 　3,750件
年間総給水量　　　　　　　　　　　675,120㎥
1日平均給水量　　　　　　　　　　　  1,850㎥

　・収益的収入　　　　　　  　　　　3億7,855万円
　・収益的支出　　　　　　  　　　　3億7,821万円
　・資本的収入　　　　　　　  　　　1億8,523万円
　・資本的支出　　　　　　  　　　　3億2,728万円

   

吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ

（2） 予　　算　　《9件》
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令和５年第１回定例会は、3月３日招集され、１７日までの15日間の会期で開催されました。今期の

定例会では、２名の議員が町政等について一般質問をおこないました。

なお、議決された案件の大要及び審議結果は次のとおりです。

① 吉野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する
条例の制定　　　　　　　　　　　　　  【 可決 】

　　デジタル技術を活用することにより、町民の利便性
の向上及び行政運営の簡素化・効率化を図るため、町
の機関等に係る手続等に関し、オンライン化を行うた
めの共通の事項を規定するための条例制定

② 吉野町個人情報保護法施行条例の制定　　【 可決 】
　　個人情報の保護に関する法律において、各自治体
の条例で定めることとされている、個人情報の開示に
係る手数料や、現行の吉野町個人情報保護条例の廃
止に伴う経過措置等を規定するための条例制定

③ 吉野町個人情報保護審査会条例の制定 　  【 可決 】
　　吉野町個人情報保護審査会に係る委員数、任期、調
査・審議等の手続きについて必要な事項を定めるた
めの条例制定

④ 吉野町企業版ふるさと納税基金条例の制定 【 可決 】
　　まち・ひと・しごと創生寄附活用事業を行うための基
金を設置することについて規定するための条例制定

⑤ 吉野町課設置条例の一部改正　　　　　 【 可決 】
　　農林振興課を廃止し、「農林振興課が所管する事
務」を暮らし環境整備課に移管し、協働のまち推進課
所管の「ふるさと納税」の事務を政策戦略課に移管す
ることに伴う条例改正

⑥ 吉野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
する条例の一部改正　　　　　　　　　  【 可決 】

　　国家公務員の給与改定に準じ、本町一般職職員の
給料表を改めたことから、会計年度任用職員の給料
表を一般職職員の給料表に準じたものとするための
条例改正

⑦ 吉野町手数料条例の一部改正　　　　　　【 可決 】
　　ごみ処理の広域化に伴い、吉野広域行政組合がご
み袋等の販売を中止するため、新たに吉野町が単独
でごみ袋等の販売手数料を定める必要が生じたこと
による条例改正
⑧ 吉野町国民健康保険条例の一部改正　　  【 可決 】
　　健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布
されたことに伴い、出産育児一時金の支給額につい
て[40万8千円]から[48万８千円]に改めるための条
例改正

⑨ 吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する
条例の一部改正　　　　　  　　　　　　【 可決 】

　　消防庁において消防団員の報酬等の基準が制定
され、年額報酬の額が「消防団員の階級の基準」に定
める額を標準と定められたことに伴う、消防団員の処
遇改善のための条例改正

⑩ 吉野町議会の個人情報の保護に関する条例の制定
【 可決 】

　　「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整
備に関する法律」の施行により、個人情報の保護に関
する法律が改正され、議会は同法の適用除外となる
ため、新たに議会における個人情報の保護に関する
条例を制定する必要が生じたことによる条例制定 

⑪ 令和４年度一般会計補正予算(第12号)の専決処分
【 承認 】

  ・補正規模　160万9千円
  ・予算総額　60億6,896万1千円
  ・歳入　▶出産・子育て応援交付金(134万円)、▶繰越
金(26万9千円)

  ・歳出　▶出産・子育て応援交付金（妊婦1名あたり5
万円、出生児1名あたり5万円）(150万円)、▶事務
費(10万9千円)

⑫ 令和４年度一般会計補正予算(第13号)　　【 可決 】
  ・補正規模　1億8,319万3千円
  ・予算総額　62億5,215万4千円
  ・地方債　追加「避難路整備」150万円

限度額の変更「町道整備」900万円減額し
8,030万円に変更

  ・主な歳入　▶地方交付税(7,585万6千円)、▶学校
安全特別対策事業費補助金(158万円)、▶繰越金
(1億1,126万4千円)等

  ・主な歳出　▶庁舎整備基金積立金(1億4,000万
円)、▶町道管理事業(1,300万円)、▶通学バス運行
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（1） 条　　例　　《10件》

令和５年度予算を含む全議案を可決・同意他令和5年第1回定例会 令和５年度予算を含む全議令和５年度予算を含む全議
議 会 だ よ り⑬ 令和５年度一般会計予算　　　　　　　 【 可決 】
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　「第５次吉野町総合計画」を着実に推進するとともに、
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しの5月号P１３～P１５「令和５年度吉野町の当初予算」
を参照ください。】
≪令和5年度の重点施策≫
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　　妊娠・出産から幼児教育・保育、小中学校教育まで

の様々な支援の実施
▶職員の人材育成
　　複業人材を活用した職員研修企画、戦略的な採用
等を行い、職員のスキル、町民サービスの向上を目
指す
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　・県支出金　　　　　  　　　　 8億1,095万6千円
　・連合会支出金　　　　　  　　　　　　　 88万円
　・繰入金　　　　　　　　　　　　　 8,318万円
　・繰越金 　　　　　　　　　　　　　　 601万円
　[主な歳出]
　・総務費　　　　　　　　　　　　　　 876万円
　・保険給付費　　　　　　　　　7億6,507万4千円
　・国民健康保険事業費納付金　　　 2億8,500万円
　・保健事業費　　　　　　　　　　  1,441万5千円
　・諸支出金　　　　　　　　　　　　　 675万円
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　・後期高齢者医療保険料　　　   1億1,741万2千円
　・繰入金　　　　　　　　　　　　  5,372万1千円
　・諸収入　　　　　　　　　　　　 383万4千円
[主な歳出]
　・総務費　　　　　　　　　　　　　  287万9千円
　・後期高齢者医療広域連合納付金  1億6,769万7千円
　・保健事業費　　　　　　　　　　　  392万4千円
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　・保険料　　　　　　　　　　   2億1,377万4千円
　・国庫支出金　　　　　　　　   3億2,271万2千円
　・支払基金交付金　　　　　  　 3億2,659万5千円
　・県支出金　　　　　　　　　　1億9,375万3千円
　・繰入金　　　　　　　　　　　2億1,341万1千円
　[主な歳出]
　・総務費　　　　　　　　　　　　  1,954万7千円
　・保険給付費　　　　　　　　 11億7,727万1千円
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　・諸支出金　　　　　　　　　　　　　 121万円
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　・繰入金　　　　　　　　　　　　　 318万8千円
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⑰ 令和５年度下水道事業特別会計予算　　　【 可決 】
　予算総額　2億3,060万円
　[主な歳入]  
　・分担金及び負担金　　　　　　　　  197万5千円
　・使用料及び手数料　　　　　　 2,524万2千円
　・国庫支出金　　　　　　　　　　　　　 450万円
　・繰入金　　　　　　　　　　　1億5,218万1千円
　・町債　　　　　　　　　　　　　　　 4,670万円
　[歳出]
　・下水道事業費　　　　　　　　　  6,886万7千円
　・公債費　　　　　　　　　　　1億6,173万3千円
⑱ 令和５年度農業集落排水事業特別会計予算【 可決 】
　予算総額　3,230万円
　[主な歳入]  
　・使用料及び手数料　　　　　　　　　    365万円
　・繰入金　　　　　　　　　　　 1,466万6千円
　・繰越金   　　　　　　　　　　　　　 88万1千円
　・町債　　　　　　　　　　　　　　　 1,310万円
　[歳出]
　・農業集落排水事業費　　　　　　  1,113万4千円
　・公債費　　　　　　　　　　　　  2,116万6千円
⑲ 令和５年度水道事業特別会計予算　　　　【 可決 】
　・業務の予定量
給水戸数（開栓戸数）　　　　　　　　 　3,750件
年間総給水量　　　　　　　　　　　675,120㎥
1日平均給水量　　　　　　　　　　　  1,850㎥

　・収益的収入　　　　　　  　　　　3億7,855万円
　・収益的支出　　　　　　  　　　　3億7,821万円
　・資本的収入　　　　　　　  　　　1億8,523万円
　・資本的支出　　　　　　  　　　　3億2,728万円
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（2） 予　　算　　《9件》



人口減少対策については、原因の分析に基づき、

子ども・子育て関係や、関係人口の創出・移住定

住促進施策等を行ってきた。

令和５年度においても、これらについて重点的に取り組

むとともに、職員の育成及び職員の能力を最大限に発

揮できる環境の構築や、「民間活力の利用」等により、吉

野町が活力あるまちであり続けるよう取組を進めて参

りたい。

A人口減少する吉野町の
今後の施策等の在り方に
ついて

平成３０年４月の吉野町人口は7,271人が令和５
年１月には6,223人と５年間で1,000人以上減少

している。こうなった原因をしっかり分析して今後の吉
野町をどのような“まち”にするのか。また、そのための
施策等の展開をどうするのか伺う。

Q

辻内 正誠

事業継承・後継者問題に
ついて
（割箸産業を例として）

割箸生産量についての全国的な統計はないが、

推計では全国生産量のうちの多くを吉野町が占

めていると考えられる。吉野町にとって主要な産業であ

る木材関連産業の維持にとっても重要である割箸製造

について、安定した材料確保や民間と連携した後継者

育成など、これからも産業として承継していくことが出

来るよう町としても取組を進めて参りたい。

A

吉野町（並びに周辺町村）の割箸生産は、日本の
割箸生産の大半を占めており、後継者問題は、吉

野町だけでなく、日本の文化・産業の継承問題であると
考えている。この課題に対する町の具体的取組を伺う。

Q

一 般 質 問 議員の日常の活動と町民の声や自身の考え方をもとに、町長や教育長などへ方針を
問うものです。次のとおり2名の議員が町政について質問しました。

藤本 昌義
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⑳ 吉野材の魅力発信拠点施設に係る指定管理者の指定
【 可決 】

  ・指定管理者　一般社団法人 吉野と暮らす会 
(吉野町大字橋屋)

　　　　　　　  代表者　代表理事 石橋 輝一
  ・期間　令和5年4月1日～令和8年3月31日（3年間）

（３） 指定管理　　《1件》

㉑ 吉野町監査委員の選任同意　　　　　　【 同意 】
   （議会の議員のうちから選任する監査委員選任同意）
・中西 利彦 議員

（4） 同　　意　　《1件》

㉒ 新庁舎設置場所選定に関する請願　　 　 【 採択 】
　請願書の内容については、左記（11ページ）参照

（5） 請　　願　　《1件》

（6） 報　　告　　《1件》
◆ 地方自治法第180条第1項の規定による専決処分の
報告　　　　　　　　　　　　　　　 　 【 受理 】
【事故に伴う損害賠償額と和解の報告】
吉野町大字山口地内で発生した消防車の交通事故
に係る損害賠償額と和解条件

（7） そ の  他　　《4件》
㉓ 奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関
する協議　　　　　　　　　　　　　　【 可決 】
奈良県における広域的な水道事業等を経営する
企業団の設立のための連絡調整並びに広域的な
水道事業の計画を共同で作成することを目的と
した協議会を設置することについての協議

㉔ 森林法に基づく事務を奈良県に委託　　【 可決 】
森林法に基づく伐採及び伐採後の造林の届出、
計画の変更命令等に関する事務を奈良県に委託

◆ 常任委員会の閉会中の所管事務調査　　 【 可決 】

◆ 議員派遣　　　　　　　　　　　　　　 【 可決 】

（５）請願

㉒ 新庁舎設置場所選定に関する請願の内容

（余白はトリミングしています。1枚目と２枚目で縮

小の比率が異なっています。ご了承ください。）

吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ
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吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ

一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　欠席＝ー 　棄権＝△】  一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　ー＝欠席 　△＝棄権】  

令和5年度一般会計予算(案)に関する意見の要旨

山本 義史 議員 【反対】　 
町民の請願書は、新庁舎設置反対ではないのに、次年度
予算には、それに関する予算が組込まれていない。また、
町長は昨年3月議会で「新庁舎場所設定が終わるまで利
活用は検討しない」と言ったのに旧吉野小学校利活用予
算が組込まれているため、次年度予算に反対する。

辻内 正誠 議員 【賛成】 
子育て事業など重点施策が適切に含まれている予算で

あること、及び小学校跡地利活用並びに庁舎課題につ

いては、過去の委員会/議会の決定に沿った予算編成で

あり賛成する。

種　

別

（1）
条　
　

例

（2）
予　
　

算

（7）
そ
の
他

議案名又は内容

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

吉野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定

吉野町個人情報保護法施行条例の制定

吉野町個人情報保護審査会条例の制定

吉野町企業版ふるさと納税基金条例の制定

吉野町課設置条例の一部改正

吉野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
の一部改正

吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の
一部改正

奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する
協議

吉野町手数料条例の一部改正

吉野町国民健康保険条例の一部改正

吉野町議会の個人情報の保護に関する条例の制定

令和４年度一般会計補正予算(第12号)の専決処分

令和４年度一般会計補正予算(第13号)

令和5年度一般会計予算

令和5年度国民健康保険特別会計予算

令和5年度後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度介護保険特別会計予算

令和5年度農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度水道事業特別会計予算

吉野材の魅力発信拠点施設に係る指定管理者の指定

吉野町監査委員の選任同意

新庁舎設置場所選定に関する請願

森林法に基づく事務を奈良県に委託することについて

令和5年度下水道事業特別会計予算

議　員　名 議
決
結
果

下
中
一
平

辻
内
正
誠

藤
本
昌
義

山
本
義
史

上
滝
義
平

中
西
利
彦

西
澤
巧
平

上　

佳
宏

野
木
康
司

議
長
は
裁
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

承認

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

同意

採択

可決

可決

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 　 〇(4)
同意
(5)
請願

(３)
指定管理

除
斥

政策戦略課からのお知らせ政策戦略課からのお知らせ

吉野町には、一般会計と５つの特別会計、１つの企業会計があり令和5年度の
予算規模は次のとおりとなっています。

会計の名称

一 般 会 計 5,581,000

2,793,100

359,000

▲ 84,200

9,079,590 300,590

1,081,000

1,274,200

1,270,300

3,900

175,000

230,600

32,300

705,490

705,490

▲ 49,000

▲ 5,400

▲ 6,600

1,200

▲ 1,000

▲ 28,900

100

25,790

25,790

特 別 会 計

公営企業会計

全 会 計 の 合 計

令和5年度予算額 前年度比（増減額） 主な事業内容

国民健康保険

介 護 保 険

後期高齢者医療

下 水 道 事 業

農業集落排水事業

水 道 事 業

保 険 事 業

サービス事業

国民健康保険に加入している方の医療費を給付

※14・15ページ参照

75歳以上の方の医療費を給付

汚水管の整備及び維持管理

汚水管の整備及び維持管理（香束地区）

上水道区域への水道水の供給

65歳以上の要介護･要支援者の方への保険給付
介護予防・地域支援事業

（単位:千円）

令和5年度

吉野町の

当初予算

予算編成のポイント

ウィズコロナという大きな時代の転換期であるという認識のもと、

社会経済活動を回復させていくため、また、町民の命と暮らしをま

もるため、人材育成やデジタル化による行政サービスの変革などの

重点施策を中心とした様々な事業を実施できる予算としています。

会計別の予算規模

一般会計の予算を一人当たりに換算すると次のとおりとなります。一人当たりにすると・・・

歳出名称 予算額（千円） 一人当たり予算額（円）
65,605
907,495
1,276,407
955,715
223,796
309,943
446,939
402,117
396,378
13,001
581,604
2,000

5,581,000

10,563
146,111
205,507
153,875
36,032
49,902
71,959
64,743
63,819
2,093
93,642
322

898,568

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農 林水 産業費
観 光 商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
予 備 費
合　　計

一般会計歳出予算

歳入名称 予算額（千円） 一人当たり予算額（円）
717,288
27,574
100,759
153,584
222,405
200,000
130,006
2,659,000
276,992
328,156
287,336
477,900
5,581,000

115,487
4,440
16,223
24,728
35,808
32,201
20,932
428,111
44,597
52,835
46,262
76,944
898,568

町 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
そ の 他
地 方 交 付 税
譲与税・交付金
国 支 出 金
県 支 出 金
町 債
合　　計

一般会計歳入予算

※ ㉑ 議題に関係する議員がその議案の審議に参与することができない制度＝「除斥」
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吉野町議会からのお知らせ吉野町議会からのお知らせ

一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　欠席＝ー 　棄権＝△】  一目でわかる審議結果 【○＝賛成　 ●＝反対 　ー＝欠席 　△＝棄権】  

令和5年度一般会計予算(案)に関する意見の要旨

山本 義史 議員 【反対】　 
町民の請願書は、新庁舎設置反対ではないのに、次年度
予算には、それに関する予算が組込まれていない。また、
町長は昨年3月議会で「新庁舎場所設定が終わるまで利
活用は検討しない」と言ったのに旧吉野小学校利活用予
算が組込まれているため、次年度予算に反対する。

辻内 正誠 議員 【賛成】 
子育て事業など重点施策が適切に含まれている予算で

あること、及び小学校跡地利活用並びに庁舎課題につ

いては、過去の委員会/議会の決定に沿った予算編成で

あり賛成する。

種　

別

（1）
条　
　

例

（2）
予　
　

算

（7）
そ
の
他

議案名又は内容

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

吉野町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の制定

吉野町個人情報保護法施行条例の制定

吉野町個人情報保護審査会条例の制定

吉野町企業版ふるさと納税基金条例の制定

吉野町課設置条例の一部改正

吉野町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
の一部改正

吉野町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の
一部改正

奈良県広域水道企業団設立準備協議会の設置に関する
協議

吉野町手数料条例の一部改正

吉野町国民健康保険条例の一部改正

吉野町議会の個人情報の保護に関する条例の制定

令和４年度一般会計補正予算(第12号)の専決処分

令和４年度一般会計補正予算(第13号)

令和5年度一般会計予算

令和5年度国民健康保険特別会計予算

令和5年度後期高齢者医療特別会計予算

令和5年度介護保険特別会計予算

令和5年度農業集落排水事業特別会計予算

令和5年度水道事業特別会計予算

吉野材の魅力発信拠点施設に係る指定管理者の指定

吉野町監査委員の選任同意

新庁舎設置場所選定に関する請願

森林法に基づく事務を奈良県に委託することについて

令和5年度下水道事業特別会計予算

議　員　名 議
決
結
果

下
中
一
平

辻
内
正
誠

藤
本
昌
義

山
本
義
史

上
滝
義
平

中
西
利
彦

西
澤
巧
平

上　

佳
宏

野
木
康
司

議
長
は
裁
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

承認

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

可決

同意

採択

可決

可決

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

全　　会　　一　　致

〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇 　 〇(4)
同意
(5)
請願

(３)
指定管理

除
斥

政策戦略課からのお知らせ政策戦略課からのお知らせ

吉野町には、一般会計と５つの特別会計、１つの企業会計があり令和5年度の
予算規模は次のとおりとなっています。

会計の名称

一 般 会 計 5,581,000

2,793,100

359,000

▲ 84,200

9,079,590 300,590

1,081,000

1,274,200

1,270,300

3,900

175,000

230,600

32,300

705,490

705,490

▲ 49,000

▲ 5,400

▲ 6,600

1,200

▲ 1,000

▲ 28,900

100

25,790

25,790

特 別 会 計

公営企業会計

全 会 計 の 合 計

令和5年度予算額 前年度比（増減額） 主な事業内容

国民健康保険

介 護 保 険

後期高齢者医療

下 水 道 事 業

農業集落排水事業

水 道 事 業

保 険 事 業

サービス事業

国民健康保険に加入している方の医療費を給付

※14・15ページ参照

75歳以上の方の医療費を給付

汚水管の整備及び維持管理

汚水管の整備及び維持管理（香束地区）

上水道区域への水道水の供給

65歳以上の要介護･要支援者の方への保険給付
介護予防・地域支援事業

（単位:千円）

令和5年度

吉野町の

当初予算

予算編成のポイント

ウィズコロナという大きな時代の転換期であるという認識のもと、

社会経済活動を回復させていくため、また、町民の命と暮らしをま

もるため、人材育成やデジタル化による行政サービスの変革などの

重点施策を中心とした様々な事業を実施できる予算としています。

会計別の予算規模

一般会計の予算を一人当たりに換算すると次のとおりとなります。一人当たりにすると・・・

歳出名称 予算額（千円） 一人当たり予算額（円）
65,605
907,495
1,276,407
955,715
223,796
309,943
446,939
402,117
396,378
13,001
581,604
2,000

5,581,000

10,563
146,111
205,507
153,875
36,032
49,902
71,959
64,743
63,819
2,093
93,642
322

898,568

議 会 費
総 務 費
民 生 費
衛 生 費
農 林 水 産 業 費
観 光 商 工 費
土 木 費
消 防 費
教 育 費
災 害 復 旧 費
公 債 費
予 備 費
合　　計

一般会計歳出予算

歳入名称 予算額（千円） 一人当たり予算額（円）
717,288
27,574
100,759
153,584
222,405
200,000
130,006
2,659,000
276,992
328,156
287,336
477,900
5,581,000

115,487
4,440
16,223
24,728
35,808
32,201
20,932
428,111
44,597
52,835
46,262
76,944
898,568

町 税
分担金及び負担金
使用料及び手数料
寄 附 金
繰 入 金
繰 越 金
そ の 他
地 方 交 付 税
譲与税・交付金
国 支 出 金
県 支 出 金
町 債
合　　計

一般会計歳入予算

※ ㉑ 議題に関係する議員がその議案の審議に参与することができない制度＝「除斥」



◎歳出予算の特徴

〇衛〇衛生費生費は、は、南和南和広域広域医療医療企業企業団団
への負担金が増加したこと等に
より、前年度に比べ、1億3,195
万3千円（（16.0％）増）増加します。

〇消防費は、消防団員報酬の増額
や 消 防 車 両 更 新 等により、
66,0018万8万円（円（17 6.6％）％）増加増加しましま
すす。

○公債費は、H31年に中央公民館
耐震化を行った際に借入れた地
方債方債方債の償の償の償還開還開還開始等始等始等によによにより8り8り8 11,1343434
万3万3千円千円（1（166.3％3％）増）増加し加しますます。

◎歳入予算の特徴

○歳○歳入の入の構成構成をみをみるとると､自､自主財主財源源
が歳入全体の27.9%､依存財源
が72.1%となっており､依然とし
厳て厳しい歳歳入状況状況になっていま

すす。

○町税は、前年に比べ2,341万4千
円（円（33.4%4%））の増と増とななっていますます。

○国○国・県県支出支出金は金は、前、前年に年に比べ比
7,469万3千円（▲10.8%）の減
となっています。

○町○町債（債（借金借金）は）は 前、前年に年に比べ比べ1億1億
4,950万円（45.5%）の増となっ
ています。
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政策戦略課から政策戦略課からののお知らせお知らせ政策戦略課からのお知らせ政策戦略課からのお知らせ政策戦略課から政策戦略課からののお知らせお知らせ政策戦略課からのお知らせ政策戦略課からのお知らせ

令和5年度一般会計予算 歳入・歳出の内訳令 和 5 年 度 に お け る 重 点 施 策

歳入の内訳（単位：千円）

歳出の内訳（単位：千円）

自主財源
1,551,616
自主財源
1,551,616

依存財源
4,029,384
依存財源
4,029,384

町税
717,288
町税
717,288

分担金及び
負担金
　27,574 使用料及び

手数料
100,759

寄附金　153,584寄附金　153,584

繰入金　222,405繰入金　222,405

繰越金　200,000繰越金　200,000

その他
130,006

地方交付税
2,659,000
地方交付税
2,659,000

譲与税・交付金
276,992

譲与税・交付金
276,992

国・県支出金
615,492

国・県支出金
615,492

町債
477,900

町債
477,900

議会費
65,605
議会費
65,605

総務費
907,495
総務費
907,495

民生費
1,276,407
民生費
1,276,407

衛生費
955,715
衛生費
955,715

農林水産業費
223,796

農林水産業費
223,796

観光商工費
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309,943
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子育て支援の充実

妊娠・出産から幼児教育・
保育、小中学校教育まで
の様々な支援の実施

関係人口の創出と
移住定住の促進
関関係係人人口口ののデデータタ化化ややシシ
ティプロモーションを通じ
たた効効果果的的なな地地域域のの担担いい手手
創出

地域特性を活かし
た土地利用の促進
旧吉野小学校跡地の利活
用を推進し、地域経済の活
性化、交流の促進を図る

職員の人材育成

複業人材を活用した職員研修企
画、戦略的採用等を行い、職員の
スキル、町民サービスを向上

情報通信技術等を活用
したデジタル化の促進
吉野町デジタル変革条例に基づく
町民の利便性向上等に関する事
業を各分野にて実施

重点施策を
含めた
各施策を
下支え

重点施策を
含めた
各施策を
下支え

創出
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したデジタル化の促進
吉野町デジタル変革条例に基づく
町民の利便性向上等に関する事
業を各分野にて実施

重点施策を
含めた
各施策を
下支え

重点施策を
含めた
各施策を
下支え

創出



17　　広報 YOSHINO 広報 YOSHINO　　16

▶銀行やコンビニエンスストア等での納付に際して、誤って「全期」と「１、２、３期」の両方を一括し

て納付されるケースが増えています。お間違えのないようにお願いします。

▶納付書は、コンビニ各社との取り決めにより、ホッチキスで止めることは出来なくなりました。

▶納付書（固定資産税、町県民税）は、１年分を一括して納付する「全期」と３回に分けて納付する

「１期」「２期」「３期」の４枚で構成されています。

月\科目
5月
6月
7月
８月
9月
10月
11月

固定資産税
 １期（５月３1日）

   
 ２期（7月31日）

   
  

３期（10月3１日）

町県民税
  

１期（6月30日）
  

２期（10月2日）
     

３期（11月30日）

軽自動車税
全期（５月３1日）

   
  
   
  

納付が可能な金融機関
・南都銀行　・奈良県農業協同組合
・近畿２府４県内のゆうちょ銀行または郵便局

お問い合わせ先　　　　町民税務課（税務担当）　NTT…℡（３２）３０８１　ＩＰ直通…℡（３９）９０６２

ご注意
ください！

●通知書は、固定資産税・軽自動車税は、５月10日、町

県民税は６月9日にそれぞれ郵送します。

●納期限までに納付、口座振替の方は預金口座の確

認をお願いします。期限までに納付がない場合は、

延滞金（利息）や督促手数料が発生しますのでご注

意ください。

●全国各地のコンビニエンスストア、金融機関、スマー
トフォンアプリ、二次元コードの読み取りで納付して
ください。（今月号P2～４参照）

令和5年度　　　国民年金の保険料
口座振替・クレジットカード納付方法は

①2年度分の前納（4月～翌々年3月分）　　　　　

②1年度分の前納（4月～翌年3月分）

③6か月分の前納（4月～9月分、10月～翌年3月分）

④毎月（早割・口座振替のみ）
　※納付期限よりも1ヶ月早く振替　　

⑤毎月（割引なし）

以上の5種類から選べます。

令和5年度

毎月納付
(納付書による現金納付及
び翌月末振替の口座振替)

【早割】
(当月末振替の口座振替)
６か月前納（現金納付）
６か月前納（口座振替）
１年前納（現金納付）
１年前納（口座振替）
２年前納（現金納付）
２年前納（口座振替）

保険料額

16,520円

16,470円

ー

ー

ー

ー

ー

ー

割引額

ー

50円

ー

ー

ー

ー

ー

ー

保険料額

99,120円

98,820円

98,310円

97,990円

ー

ー

ー

ー

割引額

ー

300円

810円

1,130円

ー

ー

ー

ー

保険料額

198,240円

197,640円

196,620円

195,980円

194,720円

194,090円

ー

ー

保険料額

402,000円

ー

ー

ー

ー

ー

387,170円

385,900円

割引額

ー

600円

1,620円

2,260円

3,520円

4,150円

ー

ー

割引額

ー

ー

ー

ー

ー

ー

14,830円

16,100円

1ヶ月分

令和5年度　国民年金保険料　納付額比較　（令和5年４月時点）

６ヶ月分 １年度分 ２年度分

▶現金で２年分
を毎月納付

令和5年度分 保険料 16,520円 × 12ヶ月 ＝ 198,240円

令和6年度分 保険料 16,980円 × 12ヶ月 ＝ 203,760円

口座振替2年前納
ならここから、
16,100円割引！

現金・クレジットカードの
2年前納ならここから、
14,830円割引！

合 計
402,000円

お問い合わせ先　大和高田年金事務所…℡０７４５（２２）３５３１
　　　　　　　　町民税務課 年金担当 NTT・・・℡（３２）３０８１（代）  ＩＰ直通・・・℡（３９）９０６３

令和5年4月から・・・・月額16,520円

令和6年4月から・・・・月額16,980円

国民年金保険料
（割引なしの額）

町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ町民税務課からのお知らせ

国民年金保険料は
前納がおトク

口座振替で２年前納が
おすすめです。

納税相談窓口のご案内
月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）の午前８時

30分～午後５時15分まで、役場 町民税務課で町

税に関する納税相談をお受けしています。

相談は電話でもお受けします（ご相談内容によっ

ては来庁をお願いする場合があります）。

場　　　所　町民税務課（役場１階）

取扱い税目
　町県民税・固定資産税

　　　　　　軽自動車税・国民健康保険税
＊相談にお越しの際は、印鑑・納税通知書をお持ち　
ください。

納期限までに納めることができない場合には、その
ままにしておかないで早めにご相談ください。

自動車税は、毎年４月１日現在の所有者（割賦販売などの場

合は使用者）に課税されます。必ず納期限（５月３１日）まで

に納付してください。納期限を過ぎると延滞金が加算され

ます。金融機関等の窓口だけでなく、コンビニ、ペイジー、

地方税お支払サイトを利用したクレジットカード、スマート

フォンアプリでも納付できます。詳細につきましては、納税

通知書に同封のチラシをご覧ください。運輸支局での住所

変更手続きが遅れている等の理由により、自動車税納税通

知書が届いていない場合は、奈良県自動車税事務所（自動

車税第一課　℡0743-51-0081）へご連絡ください。

※住所変更された方や県外ナンバーの自動車をお持ちの方は運輸支局で速やかに変更登録の手続きをしてください。

奈良県からのお知らせ 自動車税の納期限は５月３1日です

令和5年度  町税の納付および納期限
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知書が届いていない場合は、奈良県自動車税事務所（自動

車税第一課　℡0743-51-0081）へご連絡ください。

※住所変更された方や県外ナンバーの自動車をお持ちの方は運輸支局で速やかに変更登録の手続きをしてください。

奈良県からのお知らせ 自動車税の納期限は５月３1日です

令和5年度  町税の納付および納期限
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子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
子育て中の親子が交流する場や子育て相談

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込不要

親子で気軽に集まり、自由に過ごします。
※ご都合の良い時間にお越しください。
　（申込不要）

子育てに関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。臨床心理士がお待ちし
ています。※事前にお申し込みください。

子育て相談 ５月２7日（土） 13:00～
 16:00

子育てに
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 お問合せ

にこにこルーム

にこにこランド

就学前のお子さんを対象に心理士によ
る相談を行います。
※事前にお申し込みください。

すこやか相談 就学前の児と
保護者５月12日（金） 1３:00～

 1６:00

未就園児と
保護者

未就園児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

吉野町
中央公民館

場　所

よしのこども園

よしのこども園
わかばこども園
よしのこども園
わかばこども園

保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてい
ます。※申込不要

育児相談
2歳児までの
乳幼児と
保護者

５月2６日（金） 10:00～
 11:00

教育委員会事務局
教育総務課

( I P) ℡ 32-0190

５月１1日（木）
５月18日（木）
５月２5日（木）
５月  9日（火）
５月16日（火）
５月２3日（火）
５月30日（火）

未就園児と
保護者・妊婦

お母さんもお子さんも使えるヘアゴムをハ
ンドメイド※当日までにお申込みください。

育児サークル
「ぴよぴよ広場」 ５月19日（金）

10:０0～
 11:０0

母子保健事業（保健センターにて）　※幼児歯科健診対象の方には個別でお知らせします。

  ５月１7日（水）
 妊娠中の方

幼 児 歯 科 健 診
妊 婦 歯 科 健 診

事 業 名 受付時間 対　　象実施日
１３：00～
※完全予約制

R2年８月～R2年1１月生　　　 　　R1年12月～R2年3月生

※３密を防ぐため、完全予約制で実施します。ご希望の方は、必ず電話予約をお願いします。【℡（39）9079】

吉野町WEBサイトはこちら
（子育て・母子保健情報）

環境対策室からのお知らせ環境対策室からのお知らせ

料　　　金

1頭につき3,400円
　※おつりの要らないように、ご用意ください。
　（狂犬病予防注射料金2,850円＋注射済表交付料金
　550円）

※新たに犬を飼った場合や、登録手続きを行っていない
場合は、上記料金の他に登録手数料として3,000円が
必要です。

注意事項

◆生後90日未満の犬は接種できません。

◆郵送されたハガキを持参してください。
　（※令和4年1月20日現在台帳登録者に送付）

◆糞は飼い主が持ち帰ってください。

◆犬の首輪は抜けないようにし、手綱は短く持ってくだ
　さい。

◆犬の健康状態によっては、接種をお断りすることもあ
　ります。あらかじめご了承ください。

時　　間

  9：30～10：00

10：15～10：45

11：00～11：30

1３：00～13：30

実　施　場　所

龍 門 総 合 会 館

中竜門地域振興センター

国栖の里総合センター

宮滝河川交流センター

実施日程：５月10日（水）
時　　間

  9：30～  9：50

10：00～10：30

10：45～11：30

1３：00～14：00

実　施　場　所

聚 法 殿

吉野山下千本観光駐車場

丹 治 公 民 館

吉 野 町 役 場 前

実施日程：５月11日（木）

狂犬病予防注射と犬の登録のお知らせ
犬の所有者は、狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務となっています。

令和5年度「集合狂犬病予防注射」を実施します。最寄りの会場で接種してください。

こんな時は届け出が必要です

問暮らし環境整備課環境対策室　℡（32）9024

◆犬を飼い始めたとき　　　◆犬が死亡したとき

◆登録内容に変更があったとき

◆飼い主の住所が変わったとき
（町外に転出の場合は、転出先の市町村に届けてください。）

◆犬の所在地が変わったとき

◆鑑札を失くしたとき

法律の定めにより、犬の飼い主は、生後90日経過し
た日から30日以内に登録の申請をしなければなり
ません。犬の登録などの届け出は環境対策室で受
け付けしています。

吉野さくら学園の全ての児童・生徒を対象に、４月から来年３月までの給食費の免

除を継続します。町では、長期化する新型コロナ感染症の影響や物価高騰による

対応として、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

令和４年10月から給食費の免除を実施してきました。今年度も免除を継続する

ことで、保護者の経済的な負担軽減をはかり、町が重点的に進めている子育て支

援を積極的に行います。

犬・猫の飼い主のみなさんへ
近隣に迷惑がかからないように、ム
ダ吠えやトイレのしつけをしましょう。
家族の一員として、最後まで責任を
持って大切に飼いましょう。
散歩中に飼い犬が糞をしたら、地域
の方に迷惑となります。必ず持ち帰
り、適正に処理しましょう。

令和５年度も給食費の免除を継続
みんなと一

緒に

食べるとお
いしいよ

3月３日に育児サークル（ぴよぴよ広場）を開催しました
今回の内容は女性の健康週間ということで、お母さん方の骨密

度測定を実施しました。育児・家事が優先され自身の健康が二の

次になっていませんか？お母さんの健康はお子さんや家族、そし

て私たちにとってもすごく大事です。体の心配事や心の悩みが

あればいつでも保健センターにご連絡ください。

インストラクターのpetapeta-art®アドバイザーいしいかおり

さんです。ひなまつりにちなんだアートでお母さんもお子さんも

装飾を楽しんでいました。「大きくなるのはあっという間だね」と

子どもの成長を実感できる場となりました。

次回のぴよぴよ広場は5月１９日（金）
「お母さんもお子さんも使用できるヘアゴムをハンドメイド」を開催予定です。申込は保健センターへ

ア ト 講師はキ トパスア ト測

イ

さ

装

子
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子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば
子育て中の親子が交流する場や子育て相談

みんなでふれあい遊びや製作をします。
※申込不要

親子で気軽に集まり、自由に過ごします。
※ご都合の良い時間にお越しください。
　（申込不要）

子育てに関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。臨床心理士がお待ちし
ています。※事前にお申し込みください。

子育て相談 ５月２7日（土） 13:00～
 16:00

子育てに
関わっている方

名　前 月　日 時  間 対　象 内　　容 お問合せ

にこにこルーム

にこにこランド

就学前のお子さんを対象に心理士によ
る相談を行います。
※事前にお申し込みください。

すこやか相談 就学前の児と
保護者５月12日（金） 1３:00～

 1６:00

未就園児と
保護者

未就園児と
保護者

9:30～
11：30

9:30～
11：30

吉野町
中央公民館

場　所

よしのこども園

よしのこども園
わかばこども園
よしのこども園
わかばこども園

保健センター
(健やか一番館
４階)

長寿福祉課
保健センター
(NTT)℡ 32-0521
 ( I P) ℡ 39-9079

育児に関する悩みや心配事をお気軽に
お話しください。保健師がお待ちしてい
ます。※申込不要

育児相談
2歳児までの
乳幼児と
保護者

５月2６日（金） 10:00～
 11:00

教育委員会事務局
教育総務課

( I P) ℡ 32-0190

５月１1日（木）
５月18日（木）
５月２5日（木）
５月  9日（火）
５月16日（火）
５月２3日（火）
５月30日（火）

未就園児と
保護者・妊婦

お母さんもお子さんも使えるヘアゴムをハ
ンドメイド※当日までにお申込みください。

育児サークル
「ぴよぴよ広場」 ５月19日（金）

10:０0～
 11:０0

母子保健事業（保健センターにて）　※幼児歯科健診対象の方には個別でお知らせします。

  ５月１7日（水）
 妊娠中の方

幼 児 歯 科 健 診
妊 婦 歯 科 健 診

事 業 名 受付時間 対　　象実施日
１３：00～
※完全予約制

R2年８月～R2年1１月生　　　 　　R1年12月～R2年3月生

※３密を防ぐため、完全予約制で実施します。ご希望の方は、必ず電話予約をお願いします。【℡（39）9079】

吉野町WEBサイトはこちら
（子育て・母子保健情報）

環境対策室からのお知らせ環境対策室からのお知らせ

料　　　金

1頭につき3,400円
　※おつりの要らないように、ご用意ください。
　（狂犬病予防注射料金2,850円＋注射済表交付料金
　550円）

※新たに犬を飼った場合や、登録手続きを行っていない
場合は、上記料金の他に登録手数料として3,000円が
必要です。

注意事項

◆生後90日未満の犬は接種できません。

◆郵送されたハガキを持参してください。
　（※令和4年1月20日現在台帳登録者に送付）

◆糞は飼い主が持ち帰ってください。

◆犬の首輪は抜けないようにし、手綱は短く持ってくだ
　さい。

◆犬の健康状態によっては、接種をお断りすることもあ
　ります。あらかじめご了承ください。

時　　間

  9：30～10：00

10：15～10：45

11：00～11：30

1３：00～13：30

実　施　場　所

龍 門 総 合 会 館

中竜門地域振興センター

国栖の里総合センター

宮滝河川交流センター

実施日程：５月10日（水）
時　　間

  9：30～  9：50

10：00～10：30

10：45～11：30

1３：00～14：00

実　施　場　所

聚 法 殿

吉野山下千本観光駐車場

丹 治 公 民 館

吉 野 町 役 場 前

実施日程：５月11日（木）

狂犬病予防注射と犬の登録のお知らせ
犬の所有者は、狂犬病予防法により年1回の狂犬病予防注射が義務となっています。

令和5年度「集合狂犬病予防注射」を実施します。最寄りの会場で接種してください。

こんな時は届け出が必要です

問暮らし環境整備課環境対策室　℡（32）9024

◆犬を飼い始めたとき　　　◆犬が死亡したとき

◆登録内容に変更があったとき

◆飼い主の住所が変わったとき
（町外に転出の場合は、転出先の市町村に届けてください。）

◆犬の所在地が変わったとき

◆鑑札を失くしたとき

法律の定めにより、犬の飼い主は、生後90日経過し
た日から30日以内に登録の申請をしなければなり
ません。犬の登録などの届け出は環境対策室で受
け付けしています。

吉野さくら学園の全ての児童・生徒を対象に、４月から来年３月までの給食費の免

除を継続します。町では、長期化する新型コロナ感染症の影響や物価高騰による

対応として、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、

令和４年10月から給食費の免除を実施してきました。今年度も免除を継続する

ことで、保護者の経済的な負担軽減をはかり、町が重点的に進めている子育て支

援を積極的に行います。

犬・猫の飼い主のみなさんへ
近隣に迷惑がかからないように、ム
ダ吠えやトイレのしつけをしましょう。
家族の一員として、最後まで責任を
持って大切に飼いましょう。
散歩中に飼い犬が糞をしたら、地域
の方に迷惑となります。必ず持ち帰
り、適正に処理しましょう。

令和５年度も給食費の免除を継続
みんなと一

緒に

食べるとお
いしいよ

3月３日に育児サークル（ぴよぴよ広場）を開催しました
今回の内容は女性の健康週間ということで、お母さん方の骨密

度測定を実施しました。育児・家事が優先され自身の健康が二の

次になっていませんか？お母さんの健康はお子さんや家族、そし

て私たちにとってもすごく大事です。体の心配事や心の悩みが

あればいつでも保健センターにご連絡ください。

インストラクターのpetapeta-art®アドバイザーいしいかおり

さんです。ひなまつりにちなんだアートでお母さんもお子さんも

装飾を楽しんでいました。「大きくなるのはあっという間だね」と

子どもの成長を実感できる場となりました。

次回のぴよぴよ広場は5月１９日（金）
「お母さんもお子さんも使用できるヘアゴムをハンドメイド」を開催予定です。申込は保健センターへ

ア ト 講師はキ トパスア ト測

イ

さ

装

子
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場所の記入がない事業は保健センター（健やか一番館４階）にて行います。交付・申請窓口は３階です。詳細は、広報４月号

と同時配付した「令和5年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。カレンダーは令和6年3月末まで保管してください。

問い合わせ・申込み…保健センター（長寿福祉課）　NTT・・・℡（３２）０５２１、IP・・・（３９）９０７９
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集団検診では日程が合わないという方や医療機関でのがん検診を希

望する方には、子宮（頸部）・乳・大腸・胃の各がん検診を医療機関で受

けることができます。この機会にがん検診を受診しませんか？

令和5年度の健(検)診申込受付中！ 元気なときにこそ健（検）診を受けましょう

※13時～16時

医療機関は追加・変

更されることがあり

ます。その場合は広

報よしのまたは吉野

町ウェブサイトでお知

らせします。

①保健センターに申し込む。
　（受診券を発行します）

②指定の医療機関に検診申込をする。
　（医療機関によって申込方法が異な
　ります。詳しくは保健センターにお
　問い合わせください。）

③指定医療機関を受診する。

医療機関に

直接予約の

うえ受診する。

受
診
方
法

胃がん検診

乳がん検診

子宮頸部

がん検診

医療機関で
個別がん検診が
受診できます！ 

指定医療機関 対 　 象 　 者 料 　 金電 話 番 号住　　所 検 診 内 容

胃
が
ん

X
線
検
診

カ
メ
ラ
検
診

乳
が
ん

大
腸
が
ん

子
宮
頸
が
ん

  50～69歳：4,000円
70～74歳：3,500円
75歳以上 ： 無    料

  30～69歳：4,000円
70～74歳：3,500円
75歳以上 ： 無    料

  20～69歳：2,000円
70～74歳：1,400円
75歳以上 ： 無    料

  30～69歳：1,000円
70～74歳：  400円
75歳以上 ： 無    料

  40～49歳：2,500円
50～69歳：2,000円
70～74歳：1,000円
75歳以上 ： 無    料

２日分の
便潜血検査
（検便検査）

子宮の頸部
（入り口付近）を
軽くこすって細胞
を採取し、顕微鏡
で調べる検査

マンモグラフィ
（乳房X線）検査

昭和59年3月31日
以前に生まれた方
受診は２年に１回

胃部X線
（バリウム）検診
間接撮影

胃部内視鏡
（カメラ）検診

平成6年3月31日
以前に生まれた方
受診は1年に1回
※昨年度に胃カメ
ラ検診を受けた
方は対象となり
ません

昭和49年3月31日
以前に生まれた方
カメラ検診を受診
した後は、2年後の
Ｘ線またはカメラ
検診の対象となり
ます。  

平成6年3月31日
以前に生まれた方
受診は年に１回

平成16年3月31日
以前に生まれた方
受診は２年に１回

保健センターにお問い合わせください。

南 奈 良 総 合
医療センター
済生会中和病院
平 尾 病 院
平成記念病院
鎌 田 医 院
田 園 診 療 所

島 田 医 院
潮田クリニック
ますだクリニック北野

錦 織 病 院

大和橿原病院

榎 本 医 院

大淀町福神8-1

桜井市阿部323
橿原市兵部町6-28
橿原市四条町827
五條市田園
3丁目11番10号

上市126
上市2135
大淀町北野123-10

橿 原 市 木 原 町
77-1

橿原市石川町
81

御所市戸毛
1130

0747（54）5000

0744（43）5001
0744（24）4700（午後）
0744（29）3332※

0747（26）1150

0746（32）2026
0746（32）3381
0746（32）8787

0744（29）5600

0744（27）1071

0745（67）0008

南 奈 良 総 合
医療センター 大淀町福神8-1 0747（54）5000

大
腸
が
ん
検
診

特定・長寿・若年者健診

＜お願い＞
※感染症や災害等により、日程を変
更、中止する場合があります。
※申込が多数となった場合は日程の
変更をお願いする場合があります。

①受診券に同封されている申込はがきに必要
事項を記入し、返送してください。（切手不
要）

②申込はこちらからも➡

【申込期限は受診希望日の2週間前まで】
申込後、健診日の7日前にご案内等を送付し
ます。

▶6月25日（日）・9月9日（土）・
10月28日（土）・12月2日（土）
は歯科健診の実施なし
▶11月１９日（日）は乳がん検診
＆託児サービスあり

問町民税務課　　NTT・・・℡（32）3081 　IP直通・・・℡（39）9063

ご案内

問診、診察（視診・触診・聴打診）、身体計測（身長・体重・
胸囲〈特定・若年者のみ〉）、血圧測定、尿検査（尿糖・尿
タンパク）、心電図検査、血液検査（脂質検査・肝機能検
査・血糖検査・痛風検査、貧血検査、腎機能検査など）

5月に国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している30歳以上の方へ健康診査

受診券をお送りします。受診方法は下記の「A・B・C」のいずれかからお選びください。

疾病の早期発見や重症化予防のため、1年に1回は健康診査を受けましょう！

健康診査とがん検診などが同時に受けられます

６月24日（土）・25日（日）
9月8日（金）・9日（土）

10月28日（土）・29日（日）
11月19日（日）
12月2日（土）・3日（日）

保健センター
8時30分～11時
（個別に通知します）

9時～11時
（個別に通知します）

8時30分～11時
（個別に通知します）

9月２８日（木）

宮滝河川交流センター
南国栖自治会館

吉野運動公園

9月29日（金）
10月5日（木）

保健センター

A 集団ミニドックおすすめ

開催日 会　　場 受付時間

ピンク色▶後期高齢者医療保険加入者

水色▶国民健康保険加入者

ご
注
意

健康診査
の
内容

胃がん検診（ABC検診）、肺がん・結核検診、大腸がん
検診、肝炎ウイルス検診、歯科健診、乳がん検診（11月
19日のみ）、風しん抗体検査

※健診（検診）方法・がん検診費用等の詳細は、受診券に同封されているリーフレッ
トをご覧ください。

各がん
検診等

無料 申込方法

B 個別健診 C 人間ドック

南奈良総合医療センターで人間ドックを受ける方
に費用の一部を助成します。定員がありますので
あらかじめご了承ください。（申込先着順に受付）

受診券に同封の「健診実施医療
機関一覧」をご覧ください。

当日は受診券・質問票・保険証
をご持参ください。

▶助成金額　①今年度内に満40歳になる方…上限
37,000円×消費税

② ①以外の方…上限20,000円

国民健康保険加入者のみ健康診査のみの受診（40歳以上の方が対象）

「吉野町の健康診査を受診しま
す」とお伝えください。

医療機関を選ぶ

予約日に受診

電話で申し込む

1

2

3



いきいき健康いきいき健康　吉野町保健センターです！　吉野町保健センターです！いきいき健康　吉野町保健センターです！

場所の記入がない事業は保健センター（健やか一番館４階）にて行います。交付・申請窓口は３階です。詳細は、広報４月号

と同時配付した「令和5年度健康づくりカレンダー」をご覧ください。カレンダーは令和6年3月末まで保管してください。

問い合わせ・申込み…保健センター（長寿福祉課）　NTT・・・℡（３２）０５２１、IP・・・（３９）９０７９

広報 YOSHINO　　2021　　広報 YOSHINO

集団検診では日程が合わないという方や医療機関でのがん検診を希

望する方には、子宮（頸部）・乳・大腸・胃の各がん検診を医療機関で受

けることができます。この機会にがん検診を受診しませんか？

令和5年度の健(検)診申込受付中！ 元気なときにこそ健（検）診を受けましょう

※13時～16時

医療機関は追加・変

更されることがあり

ます。その場合は広

報よしのまたは吉野

町ウェブサイトでお知

らせします。

①保健センターに申し込む。
　（受診券を発行します）

②指定の医療機関に検診申込をする。
　（医療機関によって申込方法が異な
　ります。詳しくは保健センターにお
　問い合わせください。）

③指定医療機関を受診する。

医療機関に

直接予約の

うえ受診する。

受
診
方
法

胃がん検診

乳がん検診

子宮頸部

がん検診

医療機関で
個別がん検診が
受診できます！ 

指定医療機関 対 　 象 　 者 料 　 金電 話 番 号住　　所 検 診 内 容

胃
が
ん

X
線
検
診

カ
メ
ラ
検
診

乳
が
ん

大
腸
が
ん

子
宮
頸
が
ん

  50～69歳：4,000円
70～74歳：3,500円
75歳以上 ： 無    料

  30～69歳：4,000円
70～74歳：3,500円
75歳以上 ： 無    料

  20～69歳：2,000円
70～74歳：1,400円
75歳以上 ： 無    料

  30～69歳：1,000円
70～74歳：  400円
75歳以上 ： 無    料

  40～49歳：2,500円
50～69歳：2,000円
70～74歳：1,000円
75歳以上 ： 無    料

２日分の
便潜血検査
（検便検査）

子宮の頸部
（入り口付近）を
軽くこすって細胞
を採取し、顕微鏡
で調べる検査

マンモグラフィ
（乳房X線）検査

昭和59年3月31日
以前に生まれた方
受診は２年に１回

胃部X線
（バリウム）検診
間接撮影

胃部内視鏡
（カメラ）検診

平成6年3月31日
以前に生まれた方
受診は1年に1回
※昨年度に胃カメ
ラ検診を受けた
方は対象となり
ません

昭和49年3月31日
以前に生まれた方
カメラ検診を受診
した後は、2年後の
Ｘ線またはカメラ
検診の対象となり
ます。  

平成6年3月31日
以前に生まれた方
受診は年に１回

平成16年3月31日
以前に生まれた方
受診は２年に１回

保健センターにお問い合わせください。

南 奈 良 総 合
医療センター
済生会中和病院
平 尾 病 院
平成記念病院
鎌 田 医 院
田 園 診 療 所

島 田 医 院
潮田クリニック
ますだクリニック北野

錦 織 病 院

大和橿原病院

榎 本 医 院

大淀町福神8-1

桜井市阿部323
橿原市兵部町6-28
橿原市四条町827
五條市田園
3丁目11番10号

上市126
上市2135
大淀町北野123-10

橿 原 市 木 原 町
77-1

橿原市石川町
81

御所市戸毛
1130

0747（54）5000

0744（43）5001
0744（24）4700（午後）
0744（29）3332※

0747（26）1150

0746（32）2026
0746（32）3381
0746（32）8787

0744（29）5600

0744（27）1071

0745（67）0008

南 奈 良 総 合
医療センター 大淀町福神8-1 0747（54）5000

大
腸
が
ん
検
診

特定・長寿・若年者健診

＜お願い＞
※感染症や災害等により、日程を変
更、中止する場合があります。
※申込が多数となった場合は日程の
変更をお願いする場合があります。

①受診券に同封されている申込はがきに必要
事項を記入し、返送してください。（切手不
要）

②申込はこちらからも➡

【申込期限は受診希望日の2週間前まで】
申込後、健診日の7日前にご案内等を送付し
ます。

▶6月25日（日）・9月9日（土）・
10月28日（土）・12月2日（土）
は歯科健診の実施なし
▶11月１９日（日）は乳がん検診
＆託児サービスあり

問町民税務課　　NTT・・・℡（32）3081 　IP直通・・・℡（39）9063

ご案内

問診、診察（視診・触診・聴打診）、身体計測（身長・体重・
胸囲〈特定・若年者のみ〉）、血圧測定、尿検査（尿糖・尿
タンパク）、心電図検査、血液検査（脂質検査・肝機能検
査・血糖検査・痛風検査、貧血検査、腎機能検査など）

5月に国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している30歳以上の方へ健康診査

受診券をお送りします。受診方法は下記の「A・B・C」のいずれかからお選びください。

疾病の早期発見や重症化予防のため、1年に1回は健康診査を受けましょう！

健康診査とがん検診などが同時に受けられます

６月24日（土）・25日（日）
9月8日（金）・9日（土）

10月28日（土）・29日（日）
11月19日（日）
12月2日（土）・3日（日）

保健センター
8時30分～11時
（個別に通知します）

9時～11時
（個別に通知します）

8時30分～11時
（個別に通知します）

9月２８日（木）

宮滝河川交流センター
南国栖自治会館

吉野運動公園

9月29日（金）
10月5日（木）

保健センター

A 集団ミニドックおすすめ

開催日 会　　場 受付時間

ピンク色▶後期高齢者医療保険加入者

水色▶国民健康保険加入者

ご
注
意

健康診査
の
内容

胃がん検診（ABC検診）、肺がん・結核検診、大腸がん
検診、肝炎ウイルス検診、歯科健診、乳がん検診（11月
19日のみ）、風しん抗体検査

※健診（検診）方法・がん検診費用等の詳細は、受診券に同封されているリーフレッ
トをご覧ください。

各がん
検診等

無料 申込方法

B 個別健診 C 人間ドック

南奈良総合医療センターで人間ドックを受ける方
に費用の一部を助成します。定員がありますので
あらかじめご了承ください。（申込先着順に受付）

受診券に同封の「健診実施医療
機関一覧」をご覧ください。

当日は受診券・質問票・保険証
をご持参ください。

▶助成金額　①今年度内に満40歳になる方…上限
37,000円×消費税

② ①以外の方…上限20,000円

国民健康保険加入者のみ健康診査のみの受診（40歳以上の方が対象）

「吉野町の健康診査を受診しま
す」とお伝えください。

医療機関を選ぶ

予約日に受診

電話で申し込む

1

2

3



23　　広報 YOSHINO 広報 YOSHINO　　22電話番号の市外局番の表記がないものは、0746です。

１３：３０～１５：００  健診結果、筆記用具
 メガネ等５月23日（火）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間▶内容　生活習慣病（糖尿病・高血圧・脂質異常症・メ
タボリックシンドローム等）の改善や予防など
に関する個別相談に保健師が応じます。

健康相談（予約制・無料）

～昭和59年4月1日から平成16年3月31日生まれの女性の方へ～

　　　　　　　　　乳がん検診（マンモグラフィまたは乳腺エコー）の費用を助成します

世界禁煙デー（5月31日）・禁煙週間（5月31日～6月6日）

人工肛門・人工膀胱（オストメイト）の方に個別相談会を開催します
人工肛門・人工膀胱をもたれて、いろいろな悩みや苦労

があると思います。ひとりで抱え込まず、専門家や同じ

立場の人に相談してください。

▶日時・場所
　①5月16日（火） 9時～正午　奈良市西部公民館

　②５月２0日（土） ９時～正午　
　　　　　　　　奈良県社会福祉総合センター

▶相談対応者
　専門看護師、支部役員（ピアサポーター）
　ストーマ装具業者（製品を展示）

▶相談料　無料（申込不要）

▶対象者　県内にお住まいのオストメイトの方
問公益社団法人日本オストミー協会 奈良県支部

川崎眞弘　℡090（2110）5032

▶助成額
検診に要した費用の３分の２の額（限度4000円）
※100円未満切り捨て

▶助成の申請方法
①各医療機関にて検診を受診し、定められた料金を
窓口にて支払う。

②受診後に印鑑、領収書等、預金通帳(口座番号がわ
かるもの）を持参のうえ、保健センターに申請する。

③助成金が指定口座に振り込まれる。

▶助成の対象とならない方
・乳房について治療中または経過観察中の方

・乳房にしこりや痛み等なんらかの自覚症状のある
方など

※令和5年4月1日から　　
令和6年3月31日に受診　
した乳がん検診が対象となります。　　　　　　
詳しくは保健センターまでお問い合わせください。

助成は２年に１回

禁煙するのは若いほど良いですが、長年タバコを吸っ

てきた方も禁煙するのに遅すぎることはありません。

30歳までに禁煙すれば元々喫煙しなかった人と同様

の余命が期待できることや、50歳で禁煙しても6年長

くなることがわかっています(注1)。

健康への効果として、禁煙すると24時間で心臓発作の

リスクの低下がみられますが、その後比較的早期にみ

られる健康改善には、せきやたんなどの呼吸器症状や

インフルエンザなど呼吸器感染症にかかる危険が低

下することがあげられます(注２)。

(注1)(注2)厚生労働省生活習慣病予

防のための健康情報サイト「禁煙の効

果について」より引用。詳しくは、こちら

奈良県では禁煙応援サイトとして、サポ

ートプログラム『禁煙マラソン』を無料

でご利用できます。詳しくは、こちら

長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ 長寿福祉課からのお知らせ長寿福祉課からのお知らせ

COVID-19 Infoｒmation 新型コロナ対策関連情報

上記の日程より前に接種券が必要な場合は、町保健センター（℡32-0521）までお問い合わせください。

※令和5年3月4日以降にコロナワクチン接種を受けた方は、接種が可能となる時期に順次発送します。

CVY11チャンネルで毎日６回、定時番組の直前に放送しています。健康長寿を目指
すためにつくられた体操で、「吉野小唄」に合わせて身体を動かします。立っても、
座ってもできる体操で、介護予防にもなります。若い方でも少し身体を動かすのに
ピッタリです♪テレビを見ながら気軽にできるので、ぜひやってみてくださいね。

よしのスマイル体操をご存じですか？

『困ったときはおた

がいさま』Tシャツ

は、助け合いの輪

をあらわしている

んです・・・

背中のおててでつながるハート

１～２年程度で映像を更新しています。現在放送中のものは、長寿

福祉課の職員が出演して、吉野さくら学園で収録しました。

最　終　接　種　日
～令和4年11月12日
令和4年11月13日～11月19日
令和4年11月20日～12月2日
令和4年12月3日～12月13日
令和4年12月14日～令和5年3月3日

接 種 券 発 送 日
令和5年5月8日
令和5年5月10日
令和5年5月12日
令和5年5月15日
令和5年5月17日

令和５年　春開始接種 接種券等の配送日のお知らせ

新型コロナ
ワクチン

▶令和5年6月3日時点で、65
歳以上の方
▶以前に基礎疾患で接種券を
申請した方

最　終　接　種　日
～令和4年8月7日
令和4年8月8日～令和5年3月3日

案内チラシ発送日
令和5年5月8日
令和5年5月12日

▶上記以外の令和5年6月3日
時点で、12歳以上64歳以下
の方
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１３：３０～１５：００  健診結果、筆記用具
 メガネ等５月23日（火）

実  施  日 持 ち 物実 施 時 間▶内容　生活習慣病（糖尿病・高血圧・脂質異常症・メ
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COVID-19 Infoｒmation 新型コロナ対策関連情報
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生涯学習情報
申問     教育委員会事務局 生涯学習課 　TEL（３２）5268　FAX（３２）５６８９

〒６３９－３１１１  吉野町上市133　e-mail：syakai_e@town.yoshino.lg.jp

※内容に変更等があれば、文字ニュースもしくは次号の生涯学習情報でお知らせします。
　　 　※ご不明な点や申し込みについては、上記までご連絡ください。

教育委員会事務局の
ホームページができました

町教育委員会が所管する「子育て支援」「学校園教

育」「生涯学習」「生涯スポーツ」「地域の教育活動」な

ど、わかりやすく写真を交えながら情報発信していき

ます。（ホームページを見るには、下記の二次元コー

ドからが便利です。ぜひ、「お気に入り」に登録してく

ださい。）

8月27日（日）に2023年度「夏季巡回ラジオ体操・み

んなの体操会」が開催されることが決定しました！本

事業は、幅広い年代の方が親しめる行事で、日本の

夏の風物詩として各会場とも極めて盛況しているイ

ベントです。詳細は今後の広報よしのにてお知らせ

しますので皆さんのご参加よろしくお願いします。

　▶開催日　8月27日（日）　

　▶場　所　吉野運動公園陸上競技場 

2023年度
　　「夏季巡回ラジオ体操・
　　　　　　みんなの体操会」開催

りゅうもんぶんこ・こどもライブラリーから おすすめ絵本 の紹介
『そらまめくん
の いっしょにあ
そぼ』

なかやみわ・さく

小学館

『こいのぼりくん
の さんぽ』

すとうあさえ・
ぶん　　

たかお ゆうこ・え

ほるぷ出版

『あおむしチム
リの おさんぽ』

得田 之久・さく

童心社

本に親しむ ひとときを･･･ （5月の開館日）

場　所

5月
開館日

開館時間

備　考
5月3日は（祝・水）は、お休みします。
【貸出冊数】１人５冊まで　【貸出期間】２週間
【貸出対象】町内在住・在勤の方

吉野町中央公民館　５階

5月3日は（祝・水）は、お休みします。
【貸出冊数】1人３冊まで 【貸出期間】2週間
詳しくは、こども園・小学校でお配りする「こど
もライブラリーだより」をご覧ください。

吉野町中央公民館　１階

10日・17日・24日･31日

10時～１２時／１３時～１６時３０分

毎 週 水 曜 日

吉野町中央公民館図書室 りゅうもんぶんこ・こどもライブラリー

10日・17日・24日･31日

１３時～１６時３０分

6日・13日・20日・27日

９時～１２時／１３時～１６時３０分

毎 週 水 曜 日 毎 週 土 曜 日

卓球交流会について

3月21日、吉野運動公園総合体育館で卓球交流会が

開催されました。今大会は、吉野町スポーツ推進委員

会が企画・運営を行い、軽スポーツの振興を目的とし

て行われました。普段から卓球をしている方はもちろ

ん初心者の方の参加もあり、総勢48名の方が参加し

ました。また、同時に開催した卓球バレーは大人から

子どもまで年齢問わず一緒に行えるスポーツで、参

加者の方は、終始笑顔で楽しんでいました。

今後も、吉野町スポーツ推進委員会は本町のスポー

ツ振興のため様々なイベントを開催していきますの

で皆様のご参加よろしくお願いします。

吉野町スポーツ推進委員会　役員

委 員 長　東平　利次

副委員長　森口　博史　　藤本　恭二

役　　員　田尾　一志　　田中　啓一

　　　　　南　　善和　　池田　宗士郎

　　　　　橋本　清　　　笹部　夏穂

　　　　　森田　孝信　　橋元　美穂

吉野国栖フェアリーズ お別れ大会優勝

3月12日、吉野運動公園総合体育館で令和4年度吉

野町スポーツ少年団バレーボールお別れ大会が開催

されました。全4チームで行われたリーグ戦で吉野国

栖フェアリーズの選手たちは、見事全勝し、優勝を勝

ち取りました。全員がベストを尽くし素晴らしい成績

を残した吉野国栖フェアリーズ。6年生たちとの別れ

は寂しいですが次のステージでも期待が高まります。

監　督　丸本　千彰

コーチ　藤本　昌義

選　手　スマーリー 瑛大（6年）  片岡 駿（6年）　

　　　　鈴木 愛音（6年）　　　 片岡 馴（5年）

　　　　鈴木 莉音（5年）　　　 前村 香織（5年）

吉野町教育委員会事務局の
ホームページはこちらから➡
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だより

吉野広域行政組合からのお知らせ

※現在、さくら苑では面会制限を行っています。
　面会希望の方は事前にお問い合わせください。

◆お問い合わせ　吉野広域行政組合  ℡（39）9245
　　　　　　　　特養さくら苑  ℡（32）8950

お花見ドライブに行ってきました。
3月下旬、さくら苑の利用者様と職員とで川上村東川に

あるさくら通りをドライブに行ってきました。満開の桜並

木はとても美しく利用者様も終始笑顔で喜んでくださっ

ておりました。さくら苑の敷地内にも桜の木があるので

すが遅咲きのため4月初旬から中旬にかけて見頃になり

ます。この原稿を書いている時期にはまだ苑内の桜は

咲いていませんが、利用者様の笑顔がまた見れるように

満開になったらお花見会を開く予定です。

（生涯学習課・金光）▶吉野町内外の方々にカヌーを
楽しんで、好きになっていただけるよう頑張ります。よ
ろしくお願いします。 

（長寿福祉課・中島）▶18歳という少し頼りない年齢
かも知れませんが、１日でも早く皆さまのお役に立て
るよう精一杯精進して参ります。

（教育総務課・玉置）▶４月から吉野町役場で働くこと
になった玉置です。吉野町の方々の役に立てるように
日々頑張ってまいります。

（町民税務課・田中）▶1日でも早く吉野町の皆様にお
役に立てるよう、精一杯努めて参ります。宜しくお願
いいたします。

（産業観光課・矢田）▶少しでも早く仕事に慣れ、吉野
町に貢献できるように努力していきます。よろしくお
願いします。

（総務課・小田）▶吉野町役場の一員として1日でも早
く仕事を覚え皆さんのお役に立てるよう頑張ります。

（わかばこども園・米田）▶子どもたちが、毎日こども
園に笑顔で登園したくなるような保育を精一杯頑張
りたいと思います。

（産業観光課・荒槇）▶生まれ育った吉野町に1日でも
早く貢献できるよう精一杯頑張りますので、よろしく
お願いいたします。

吉野町の新規採用職員を紹介します　４月１日採用

Freshman Introduction

（後列左から）上林教育次長、和田副町長、黒田参事、金光主事、中島主事

補、玉置主事補、田中主事

（前列左から）矢田主事補、小田主事補、中井町長、土居教育長、米田保育

教諭、荒槇主事
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　面会希望の方は事前にお問い合わせください。

◆お問い合わせ　吉野広域行政組合  ℡（39）9245
　　　　　　　　特養さくら苑  ℡（32）8950

お花見ドライブに行ってきました。
3月下旬、さくら苑の利用者様と職員とで川上村東川に

あるさくら通りをドライブに行ってきました。満開の桜並

木はとても美しく利用者様も終始笑顔で喜んでくださっ

ておりました。さくら苑の敷地内にも桜の木があるので

すが遅咲きのため4月初旬から中旬にかけて見頃になり

ます。この原稿を書いている時期にはまだ苑内の桜は

咲いていませんが、利用者様の笑顔がまた見れるように

満開になったらお花見会を開く予定です。

（生涯学習課・金光）▶吉野町内外の方々にカヌーを
楽しんで、好きになっていただけるよう頑張ります。よ
ろしくお願いします。 

（長寿福祉課・中島）▶18歳という少し頼りない年齢
かも知れませんが、１日でも早く皆さまのお役に立て
るよう精一杯精進して参ります。

（教育総務課・玉置）▶４月から吉野町役場で働くこと
になった玉置です。吉野町の方々の役に立てるように
日々頑張ってまいります。

（町民税務課・田中）▶1日でも早く吉野町の皆様にお
役に立てるよう、精一杯努めて参ります。宜しくお願
いいたします。

（産業観光課・矢田）▶少しでも早く仕事に慣れ、吉野
町に貢献できるように努力していきます。よろしくお
願いします。

（総務課・小田）▶吉野町役場の一員として1日でも早
く仕事を覚え皆さんのお役に立てるよう頑張ります。

（わかばこども園・米田）▶子どもたちが、毎日こども
園に笑顔で登園したくなるような保育を精一杯頑張
りたいと思います。

（産業観光課・荒槇）▶生まれ育った吉野町に1日でも
早く貢献できるよう精一杯頑張りますので、よろしく
お願いいたします。

吉野町の新規採用職員を紹介します　４月１日採用

Freshman Introduction

（後列左から）上林教育次長、和田副町長、黒田参事、金光主事、中島主事

補、玉置主事補、田中主事

（前列左から）矢田主事補、小田主事補、中井町長、土居教育長、米田保育

教諭、荒槇主事
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5 月のごみ収集日程
収集地区名

上市地区全域・ 橋屋・ 左曽・ 六田
吉野山地区全域・ 飯貝・ 丹治

龍門地区全域・ 中竜門地区全域

国栖地区全域・ 中荘地区全域

粗大ごみ
１日㈪
２日㈫
４日㈭

千股のみ１日㈪
５日㈮

不燃物
３日㈬
10 日㈬

３日㈬

10 日㈬

古　紙
17 日㈬
24 日㈬

17 日㈬

24 日㈬

収 集 日
ビン類
8 日㈪
9 日㈫
11 日㈭

千股のみ８日㈪
12 日㈮

カン類
15 日㈪
16 日㈫
18 日㈭

千股のみ15日㈪
19日㈮

ペットボトル
22 日㈪
23 日㈫
25 日㈭

千股のみ22日㈪
26日㈮

「ごみの区別と出し方」⇨

問［分別について］ 吉野三町村クリーンセンター【℡（３２）1275】　★5月21日（日）は、家庭系ごみの持ち込みを受け付けします。
問［収集について］ 美吉野環境ステーション【℡（３９）９１４５】　★ごみは午前８時までに出してください。
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人権擁護委員の日
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基

づいて、人権相談を受けたり人権の考え

を広めたりする活動をしている民間の

方々です。人権擁護委員制度は、様々な

分野の人たちが人権思想を広め、地域

の中で人権が侵害されないように配慮

して人権を擁護していくことが望ましい

という考えから設けられたもので、諸外

国に例を見ない制度として発足しました。

人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約

１４，０００人が法務大臣から委嘱され、全

国の各市町村（東京都においては区を

含む。）に配置されて、積極的な人権擁

護活動を行っています。

人権擁護委員が組織する全国人権擁護

委員連合会では、人権擁護委員法が施

行された６月１日を「人権擁護委員の日」

と定めています。人権擁護委員が国民

の皆さんの相談に応じる存在として各

市町村に配置されていることを伝えると

ともに、人権尊重の大切さを呼びかける

日としています。

問町民税務課人権担当 ☎（３２）３０８１

耐震診断・耐震改修
耐震診断

◆対象住宅▶町内の木造住宅のうち、

昭和56年５月31日以前に着工された

もの▶延床面積が２５０㎡以下でかつ、

階数が２以下のもの（地階除く）

◆町が診断費用（５万円）を負担（個人

負担なし）

◆募集戸数　１戸（先着順）

◆11月30日（木）まで

※耐震診断を受ける前に、申込手続が

必要です。他にも各種要件があります

ので、詳しくはお問い合わせください。

耐震改修

◆対象住宅▶町内の木造住宅のうち、

昭和56年５月31日以前に着工された

もの

◆対象工事▶改修工事前の構造評点

1.0未満のものを改修工事後の構造評

点1.0以上の数値となる改修工事▶改

修工事前の構造評点0.7未満のものを

改修工事後の構造評点0.7以上の数値

となる改修工事▶改修工事完成及び関

係書類提出を令和6年２月29日までに

完了できるもの

◆対象者　耐震改修工事を行う補助対

象住宅の所有者

◆50万円以上の耐震改修工事に要し

た費用の23％。ただし、その額が20万

円未満の場合は20万円とし、50万円を

超える場合は50万円を限度とします。

◆募集戸数　１戸（先着順）

◆申込受付　10月31日（火）まで

※工事契約の締結前に申込手続きが

必要。申込時には耐震診断の結果の写

しが必要。（他にも各種要件があります

ので、お問い合わせください。）

問暮らし環境整備課

　ＩＰ直通…☎(32)８８４４

電話番号の市外局番の表記がないものは、0746です。

募　　集明日香養護学校  体験学習・
教育相談・学校見学会
第１回体験学習

◆肢体不自由を有する年長児・小学６

年生・中学３年生とその保護者・担任、病

弱教育対象の中学３年生とその保護

者・担任

◆【肢体不自由教育部門】

（小学部）６月14日(水)13時20分～16時

（中学部）６月21日(水)13時20分～16時

（高等部）６月28日(水)13時20分～16時

◆【病弱教育部門】

（高等部）６月28日(水)13時20分～16時

教育相談

事前にお電話でお申し込みください。

相談日はご希望により調整します。（土・

日・祝日は除く）

◆▶肢体不自由を有する幼児児童生

徒の就学や在宅訪問教育について

▶病弱教育対象の生徒の進学に関す

る相談について

▶学校生活上の指導・支援について

学校見学会

◆５月末～6月上旬（詳細は決まり次第

ホームページに掲載）

◆▶本校（病弱教育部門・肢体不自由

教育部門）の概要説明、児童生徒が授

業を受けている様子の見学

問奈良県立明日香養護学校

　明日香村川原４１０

☎０７４４(54)３３８０

　（教育支援部　担当辻）

※学校の概要・詳細は、ホームページ参

照（「明日香養護学校」で検索）

※新型コロナウイルス感染症の感染状

況によっては、実施方法や開催日を変

更する場合があります。

公営住宅入居者募集
【随時募集】

▶燦上市テナント（1-A・1-B・1-C・2-A）

▶燦上市住居（４-C）

※家賃や入居資格等

詳しくはウェブサイトへ➡

問町民税務課 住宅担当 ☎(32)３０８１

（土・日・祝日は除く）

奨学生募集
ふるさと吉野定住促進奨学金

町内に居住する住民のお子さんで向学

心を持ち、将来吉野町に定住する意思

のある方を対象に奨学金貸与制度を設

け、奨学生を募集します。貸与された奨

学金は卒業後の返還が原則ですが、吉

野町に居住することにより、その一部ま

たは全部が免除されます。

◆▶各年４月に、大学等〔大学・短大・専

修学校(※)等〕に在学している方

※学校教育法に規定され、修業年限が

２年以上の専門課程の学校

▶大学等を卒業後、３年以内に吉野町

に定住する意思のある方

▶保護者が吉野町に居住している方

◆貸与額　月額３０，０００円以内

◆貸与期間

　在学する大学等の正規修業期間

◆申込期間

　５月10日（水）～５月31日（水）〔平日〕

※詳しくは、上記をご参照の上、お問い

合わせください。申請書類等は、同事務

局で配布します。必要書類を添付し、期

間内に同事務局にご持参ください。

問吉野町教育委員会事務局教育総務

課　☎(32)０１９０（直通）

吉野町大字上市１３３

吉野町中央公民館４階

対

身体障がい者補助犬（盲導
犬・介助犬・聴導犬）の貸与
奈良県では身体障がい者の自立と社会

参加の促進を図るため、「身体障害者補

助犬貸与事業」を実施します。次の条件

をもとに補助犬訓練事業者と協議のう

え貸与の適否を決定します。ご希望の

方は、長寿福祉課までご連絡ください。

◆条件（盲導犬・介助犬・聴導犬共通）

▶18歳以上で、県内に一年以上居住▶

補助犬を使用することにより就労等社

会活動への参加の促進に効果が認めら

れる方▶所定の訓練を受け、本人また

は世帯において補助犬を適切に管理す

ることができる方▶障がい者支援施設

等に入所していない方▶自己の所有に

係る屋外以外の家屋に居住する場合

は、その家屋の所有者又は管理者から

補助犬の飼育についての承諾を得るこ

とができる方

（盲導犬）　視覚障害1級

（介助犬）　肢体不自由1級又は2級

（聴導犬）　聴覚障害2級

◇6月2日（金）

問長寿福祉課　NTT・・・☎(32)8856

IP直通・・・☎(39)9078　◆(32)4690

有害鳥獣駆除対策
◆有害鳥獣捕獲頭数（3月分)

　ニホンジカ１３頭　イノシシ３頭 

　令和４年度　累計３５５頭

問暮らし環境整備課農林振興室

☎(32)３０８１

〆

〆

お知らせ

FAX

奈良県広域消防組合
消防職員採用試験（前期）
奈良県広域消防組合では、令和6年４月

１日採用予定の消防職員を募集します。

◆募集区分　

　大学区分・ 短大区分・ 救命士区分

◆募集案内詳細について

　５月上旬ウェブサイトにて掲載予定

◆httpｓ://www.naraksk119.jp

問奈良県広域消防組合消防本部

人事企画課人事係☎０７４４(20)１１１９

￥

￥

対

日

日

日

内

内

〆

83.４％
3月末日現在

マイナポイント第２弾の申請期限は9月末までです
２月末までにカードの申請をした方が対象です。ポイント申請がお済みで

ない方はお早めに！マイナンバーカードの申請も引き続き受付中です。

▶臨時窓口でできる手続き

・マイナンバーカードの申請（写真も無料で撮影します。）

・マイナンバーカードの交付・受取りの手続き

・健康保険証の利用申込み、公金受取口座の登録手続き

・マイナポイントの申込み手続き

※これらの手続きは役場開庁時も受け付けています。

休日・・・5月13日（土） ・28日（日）9時～15時
夜間・・・5月19日（金） 17時15分～19時

マイナンバーカードに関する 休日夜間窓口を開設します

前日までにご予約ください。
（予約がなければ窓口は開設しません。）

お問い合わせ　町民税務課 戸籍住民担当

NTT…℡（３２）３０８１ IP…℡（３９）９０６１

吉野町の
マイナンバーカード
申請率
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マークの見方 問 問合せ　場 場所　日 日時　申 申込　　  ホームページ　対 対象　定 定員　内 内容　〆 締切　 費用　所 日 申 対 定 内 〆 メール 電子メール　　ファックスFAX￥

人権擁護委員の日
人権擁護委員は、人権擁護委員法に基

づいて、人権相談を受けたり人権の考え

を広めたりする活動をしている民間の

方々です。人権擁護委員制度は、様々な

分野の人たちが人権思想を広め、地域

の中で人権が侵害されないように配慮

して人権を擁護していくことが望ましい

という考えから設けられたもので、諸外

国に例を見ない制度として発足しました。

人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約

１４，０００人が法務大臣から委嘱され、全

国の各市町村（東京都においては区を

含む。）に配置されて、積極的な人権擁

護活動を行っています。

人権擁護委員が組織する全国人権擁護

委員連合会では、人権擁護委員法が施

行された６月１日を「人権擁護委員の日」

と定めています。人権擁護委員が国民

の皆さんの相談に応じる存在として各

市町村に配置されていることを伝えると

ともに、人権尊重の大切さを呼びかける

日としています。

問町民税務課人権担当 ☎（３２）３０８１

耐震診断・耐震改修
耐震診断

◆対象住宅▶町内の木造住宅のうち、

昭和56年５月31日以前に着工された

もの▶延床面積が２５０㎡以下でかつ、

階数が２以下のもの（地階除く）

◆町が診断費用（５万円）を負担（個人

負担なし）

◆募集戸数　１戸（先着順）

◆11月30日（木）まで

※耐震診断を受ける前に、申込手続が

必要です。他にも各種要件があります

ので、詳しくはお問い合わせください。

耐震改修

◆対象住宅▶町内の木造住宅のうち、

昭和56年５月31日以前に着工された

もの

◆対象工事▶改修工事前の構造評点

1.0未満のものを改修工事後の構造評

点1.0以上の数値となる改修工事▶改

修工事前の構造評点0.7未満のものを

改修工事後の構造評点0.7以上の数値

となる改修工事▶改修工事完成及び関

係書類提出を令和6年２月29日までに

完了できるもの

◆対象者　耐震改修工事を行う補助対

象住宅の所有者

◆50万円以上の耐震改修工事に要し

た費用の23％。ただし、その額が20万

円未満の場合は20万円とし、50万円を

超える場合は50万円を限度とします。

◆募集戸数　１戸（先着順）

◆申込受付　10月31日（火）まで

※工事契約の締結前に申込手続きが

必要。申込時には耐震診断の結果の写

しが必要。（他にも各種要件があります

ので、お問い合わせください。）

問暮らし環境整備課

　ＩＰ直通…☎(32)８８４４

電話番号の市外局番の表記がないものは、0746です。

募　　集明日香養護学校  体験学習・
教育相談・学校見学会
第１回体験学習

◆肢体不自由を有する年長児・小学６

年生・中学３年生とその保護者・担任、病

弱教育対象の中学３年生とその保護

者・担任

◆【肢体不自由教育部門】

（小学部）６月14日(水)13時20分～16時

（中学部）６月21日(水)13時20分～16時

（高等部）６月28日(水)13時20分～16時

◆【病弱教育部門】

（高等部）６月28日(水)13時20分～16時

教育相談

事前にお電話でお申し込みください。

相談日はご希望により調整します。（土・

日・祝日は除く）

◆▶肢体不自由を有する幼児児童生

徒の就学や在宅訪問教育について

▶病弱教育対象の生徒の進学に関す

る相談について

▶学校生活上の指導・支援について

学校見学会

◆５月末～6月上旬（詳細は決まり次第

ホームページに掲載）

◆▶本校（病弱教育部門・肢体不自由

教育部門）の概要説明、児童生徒が授

業を受けている様子の見学

問奈良県立明日香養護学校

　明日香村川原４１０

☎０７４４(54)３３８０

　（教育支援部　担当辻）

※学校の概要・詳細は、ホームページ参

照（「明日香養護学校」で検索）

※新型コロナウイルス感染症の感染状

況によっては、実施方法や開催日を変

更する場合があります。

公営住宅入居者募集
【随時募集】

▶燦上市テナント（1-A・1-B・1-C・2-A）

▶燦上市住居（４-C）

※家賃や入居資格等

詳しくはウェブサイトへ➡

問町民税務課 住宅担当 ☎(32)３０８１

（土・日・祝日は除く）

奨学生募集
ふるさと吉野定住促進奨学金

町内に居住する住民のお子さんで向学

心を持ち、将来吉野町に定住する意思

のある方を対象に奨学金貸与制度を設

け、奨学生を募集します。貸与された奨

学金は卒業後の返還が原則ですが、吉

野町に居住することにより、その一部ま

たは全部が免除されます。

◆▶各年４月に、大学等〔大学・短大・専

修学校(※)等〕に在学している方

※学校教育法に規定され、修業年限が

２年以上の専門課程の学校

▶大学等を卒業後、３年以内に吉野町

に定住する意思のある方

▶保護者が吉野町に居住している方

◆貸与額　月額３０，０００円以内

◆貸与期間

　在学する大学等の正規修業期間

◆申込期間

　５月10日（水）～５月31日（水）〔平日〕

※詳しくは、上記をご参照の上、お問い

合わせください。申請書類等は、同事務

局で配布します。必要書類を添付し、期

間内に同事務局にご持参ください。

問吉野町教育委員会事務局教育総務

課　☎(32)０１９０（直通）

吉野町大字上市１３３

吉野町中央公民館４階

対

身体障がい者補助犬（盲導
犬・介助犬・聴導犬）の貸与
奈良県では身体障がい者の自立と社会

参加の促進を図るため、「身体障害者補

助犬貸与事業」を実施します。次の条件

をもとに補助犬訓練事業者と協議のう

え貸与の適否を決定します。ご希望の

方は、長寿福祉課までご連絡ください。

◆条件（盲導犬・介助犬・聴導犬共通）

▶18歳以上で、県内に一年以上居住▶

補助犬を使用することにより就労等社

会活動への参加の促進に効果が認めら

れる方▶所定の訓練を受け、本人また

は世帯において補助犬を適切に管理す

ることができる方▶障がい者支援施設

等に入所していない方▶自己の所有に

係る屋外以外の家屋に居住する場合

は、その家屋の所有者又は管理者から

補助犬の飼育についての承諾を得るこ

とができる方

（盲導犬）　視覚障害1級

（介助犬）　肢体不自由1級又は2級

（聴導犬）　聴覚障害2級

◇6月2日（金）

問長寿福祉課　NTT・・・☎(32)8856

IP直通・・・☎(39)9078　◆(32)4690

有害鳥獣駆除対策
◆有害鳥獣捕獲頭数（3月分)

　ニホンジカ１３頭　イノシシ３頭 

　令和４年度　累計３５５頭

問暮らし環境整備課農林振興室

☎(32)３０８１

〆

〆

お知らせ

FAX

奈良県広域消防組合
消防職員採用試験（前期）
奈良県広域消防組合では、令和6年４月

１日採用予定の消防職員を募集します。

◆募集区分　

　大学区分・ 短大区分・ 救命士区分

◆募集案内詳細について

　５月上旬ウェブサイトにて掲載予定

◆httpｓ://www.naraksk119.jp

問奈良県広域消防組合消防本部

人事企画課人事係☎０７４４(20)１１１９

￥

￥

対

日

日

日

内

内

〆

83.４％
3月末日現在

マイナポイント第２弾の申請期限は9月末までです
２月末までにカードの申請をした方が対象です。ポイント申請がお済みで

ない方はお早めに！マイナンバーカードの申請も引き続き受付中です。

▶臨時窓口でできる手続き

・マイナンバーカードの申請（写真も無料で撮影します。）

・マイナンバーカードの交付・受取りの手続き

・健康保険証の利用申込み、公金受取口座の登録手続き

・マイナポイントの申込み手続き

※これらの手続きは役場開庁時も受け付けています。

休日・・・5月13日（土） ・28日（日）9時～15時
夜間・・・5月19日（金） 17時15分～19時

マイナンバーカードに関する 休日夜間窓口を開設します

前日までにご予約ください。
（予約がなければ窓口は開設しません。）

お問い合わせ　町民税務課 戸籍住民担当

NTT…℡（３２）３０８１ IP…℡（３９）９０６１

吉野町の
マイナンバーカード
申請率
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未

テレビガイド55月

※都合により、番組内容・放送時間を変更させていただくことがあります。ご了承ください。
※ＣＶＹをご覧いただくには、こまどりケーブルに加入する必要があります。
※サービス内容・お申し込み・料金・解約・契約内容の変更・告知放送受信機の故障等については、こまどりケーブルにお問い合わせください。

①
②
③
④
⑤
⑥

9：30～
12：30～
15：30～
18：30～
21：30～
0：30～

（No.71）

8:30～
11:30～
14:30～
17:30～

①
②
③
④
ハローワーク下市から
月に2回程度、情報更新

※都合により、番組内容・放送時間を変更させていただくことがあります。ご了承ください。
※ＣＶＹをご覧いただくには、こまどりケーブルに加入する必要があります。
※サービス内容・お申し込み・料金・解約・契約内容の変更・告知放送受信機の故障等については、こまどりケーブルにお問い合わせください。

（No.282）

求
人
案
内

放
送
時
間

10（水） 11（木） 12（金）9（火）8（月） 13（土） 14（日）

15（月） 16（火） 17（水） 18（木） 19（金） 20（土） 21（日）

22（月） 23（火） 24（水） 25（木） 26（金） 27（土） 28（日）

29（月） 30（火） 31（水） 6/1（木） 2（金） 3（土） 4（日）

再放送／ＣＶＹスペシャル

「食育と農の達人」
～給食に地元の恵み届けます～

壬申の乱と「万葉集」
～第４回壬申の乱１３５０年講演会～

「春らんまん２０２３」

吉野町と大淀町の２ＣＡＴＶ局共同制作
各町自慢の春の風景を特集

（No. 16）

5/1（月） 2（火） 3（水） 4（木） 5（金） 6（土） 7（日）

吉野町の今の風景を音楽に
のせて　　 制作／イメージ工房

あっちこっち吉野 PARTⅡ「桜 風」
～ＳＡＫＵＲＡ ＫＡＺＥ～
制作／Ｗｉｎdｓ Ｐｒｏ

みんなの広報ぐるっと読み

「広報よしの」６月号の主な内容を
テレビで紹介します。

（No.201）

CVYワイドニュース

身近な地域の話題をお伝えします。

ＣＶＹイベントホール

「第３回 阪本仙次顕彰会報告会」

（No.565）

スマイルバスで行くディープな吉野之旅２０２２
「大海人皇子が越えたもう一つの峠を歩く」

～３年間をかけて再生した道～

ＣＶＹアーカイブス

２００７年５月に放送した
「ＣＶＹワイドニュース」を再放送。

Ｅーテレ学び～

①吉小／吉野山桜散策
②吉中／吉野山観光案内

テテテテテテテテテテレレレレレレレレレレビビビビビビビガガイ月 ビビビビビビビ

（No.240）

５月に放送した「ＣＶＹワイドニュー
ス」の再放送。見逃したニュースは
ここで再チェック（No.203）

（No.170） （No.165）

CATVネットワークスペシャル

吉野・大淀・下市の各CATV局が
取材した4月の話題を共同で
お伝えします。

ＣＶＹ月間まとめてワイドニュース

再放送／ＣＶＹイベントホール 再放送／ＣＶＹスペシャル

※
投
稿
締
め
切
り
日　

毎
月
5
日

※
必
ず
氏
名
・
電
話
番
号
等
の
連
絡
先

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
吉
野
町
山
口
9
7
1‐2

吉
野
町
広
報
広
聴
室

◆
F
A
X（
32
）9
0
9
1

◆cvy@
tow
n.yoshino.lg.jp
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呼
ぶ

　
　
　
　
　

三
休
さ
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・
丹　

治
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活
で
捨
て
る
勇
気
に
手
が
迷
う

辻
内　

正
代
・
入　

野

妻
と
株
時
に
は
恐
い
乱
高
下

キ
タ
キ
ツ
ネ
・
志　

賀

マ
ス
ク
ご
し
し
ば
ら
く
ガ
ン
見
久
し
ぶ
り

山
本　

悦
子
・
上　

市

電話番号の市外局番の表記がないものは、0746です。

秘密厳守 ※子どもに関する相談窓口は
　　　　　　に掲載しています子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば

各種相談窓口 心配ごと・人権・行政ほか
無 料

春
めい
て
温
泉
セ
ン
タ
ー
学
び
あ
り

森
口
千
代
子
・
楢　

井

囀
り
の
朝
の
光
の
中
に
聞
く

　
　
　
　
　

橋
本
佳
代
子
・
御　

園

春
彼
岸
想
ぶ
遺
訓
の
な
ぞ
り
み
る

南　
　
　

是
・
小　

名

子
ら
嬉
し
水
の
生
き
物
春
を
呼
ぶ

森
口　

智
子
・
楢　

井

ア
ク
抜
き
し
わ
ら
び
食
し
て
悪
抜
け
て

中
島　

吉
隆
・
立　

野

風
光
る
野
の
草
花
は
肩
寄
せ
り

宮
川
美
枝
子
・
飯　

貝

●無料法律相談 【要予約】（13時～16時まで）
　5月16日（火） 下市町役場 （住民保険課） 

℡0747（52）0001

●中南和法律相談センター【要予約】（13時～16時まで）
 　5月10日（水）  野迫川村役場 ２階 会議室
　5月25日（木）  十津川村役場 第2会議室
     予約先 奈良弁護士会・中南和法律相談センター係

（相談受付は2週間前より）℡0742（22）2035

●消費生活相談窓口（13時～16時まで）
    ５月11、18、25日　川上村役場 住民課

℡（52）0111

●心配ごと・人権・行政相談（13時～16時まで）
5月18日（木）　社会福祉協議会 相談室
問吉野町社会福祉協議会　℡（32）8978

●行政書士による相続・遺言手続・空き家等解決相談会
 　5月9日（火）、23日（火）　13時30分～16時
 　吉野町中央公民館　（予約優先・初回のみ無料）

行政書士 森田 定和　℡090（9059）6963

●ハローワーク下市  出張相談

お仕事探しに関する様 な々相談ができます。
事業主の方も大歓迎です。（申込不要）
5月19日（金）　１4時～１6時
　吉野町役場 １階 第1相談室にて
問ハローワーク下市　℡0747(52)3867

サービス内容・お申し込み・料金・解約・契
約内容の変更・告知放送受信機の故障 等

テレビの受信故障

インターネット・ＩＰ電話の接続設定
障害について

ＩＰ電話の解約・契約内容の変更等

告知放送受信機の使い方やＣＶＹ
（１１ＣＨ）の放送について

こまどりケーブル
℡0120－667－740
こまどりケーブル
℡0120－950－144
こまどりケーブル
℡0120－333－892
ソフトバンクテレコム
℡0800－222－3366
吉野町ＣＡＴＶ（ＣＶＹ）
℡（32）9090

日・祝日除く
９：００～１７：３０
年中無休
９：００～21：0０
年中無休
２４時間受付
年中無休
９：００～１８：００
土日・祝日除く
８：３０～１７：１５

内　　容 受　付 お問い合わせ先
こまどりケーブルに関するお問い合わせ

編　

集　

後　

記

編　

集　

後　

記

編　

集　

後　

記

編　

集　

後　

記

年
々
、右
ペ
ー
ジ
の「
文
芸
」コ
ー
ナ
ー

へ
投
稿
く
だ
さ
る
方
が
多
く
な
っ
て
き

ま
し
た
。も
し
か
し
た
ら
朝
ド
ラ
の
影

響
？
先
月
か
ら
つ
い
に
、「
文
芸
」の
タ

イ
ト
ル
を
削
除
し
て
、掲
載
ス
ペ
ー
ス

を
広
げ
ま
し
た
。ま
た
こ
の
コ
ー
ナ
ー

は
読
者
の
方
か
ら
も
人
気
が
あ
り
、

文
芸
だ
け
は
必
ず
読
む
と
い
う
方
も
。

―
短
い
言
葉
で
思
い
を
伝
え
る
―
老

若
男
女
の
知
識
・
ア
イ
デ
ア
・
感
性
の

結
晶
は
多
く
の
人
を
そ
の
魅
力
に
惹

き
つ
け
ま
す
。今
後
も
た
く
さ
ん
の
ご

応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。（
り
こ
）

障
害
の
手
帳
を
出
せ
ば
ハ
イ
ど
う
ぞ

国
の
制
度
に
感
謝
いっ
ぱ
い

和
田
や
す
弘
・
南
大
野

茶
毛
犬
の
隠
に
死
し
た
る
哀
れ
な
る

霊
安
か
れ
と
山
里
に
祈
る

匿　
　
　

名
・
丹　

治

高
校
時
代
ラ
ブ
レ
タ
ー
貰
っ
て
俺
の

ど
こ
が
そ
ん
な
に
良
いの
か
と
聞
き
返
し
た

梅
谷　

龍
雄
・
宮　

滝

花
に
明
け
花
に
暮
れ
ゆ
く
美
吉
野
の

山
は
笑
ひ
て
春
は
た
け
な
わ

田
村　

芳
子
・
楢　

井

恵
方
巻
孫
の
好
み
て
具
だ
く
さ
ん

手
元
危
う
く
も
海
苔
つ
や
や
か
に

松
田　

典
子
・
南
国
栖

慰
法
士
温
柔
敦
厚
の
孫
頼
も
し
や

体
に
気
を
つ
け
頑
張
り
給
え

岩
本　

和
子
・
山　

口

わ
が
い
え
の
庭
の
サ
ク
ラ
は
い
ま
さ
か
り

べ
ん
と
う
た
べ
よ
う
は
な
ひ
さ
し
な
り

和
田　

正
守
・
南
大
野

お
茶
供
え
両
手
合
わ
せ
て
朝
、願
う　

喧
嘩
し
な
が
ら
穏
や
か
な
日
々
を

コ
ロ
コ
ロ
リ
ン・
山　

口

こ
の
ご
ろ
は
空
と
ぶ
車
と
言
う
け
れ
ど

違
う
や
ろ
車
、空
、飛
び
ゃ
飛
行
機
じ
ゃ

福
本　

楢
俊
・
丹　

治

君
を
抱
い
て
つい
た
爪
痕
は

「
労
災
だ
よ
」つ
て
言
つ
て
る
職
場
の
猫
に

（
野
良
猫
が
跋
扈
す
る
職
場
に
て
）

廣
瀬
春
観
世
・
左　

曽

東
京
の
娘
を
想
ひ
迷
う
朝

光
り
語
ら
ふ
下
弦
月

三　
　
　

好
・
飯　

貝

野
球
す
み
つ
か
れ
の
中
で
両
手
を
合
す

や
さ
し
き
青
秋
涙
だ
こ
ぼ
れ
る

松
谷
三
代
子
・
河
原
屋

り
よ
て

あ
わ

せ
い
し
ゅ
ん
な
み

住民制作番組
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※都合により、番組内容・放送時間を変更させていただくことがあります。ご了承ください。
※ＣＶＹをご覧いただくには、こまどりケーブルに加入する必要があります。
※サービス内容・お申し込み・料金・解約・契約内容の変更・告知放送受信機の故障等については、こまどりケーブルにお問い合わせください。

①
②
③
④
⑤
⑥

9：30～
12：30～
15：30～
18：30～
21：30～
0：30～

（No.71）

8:30～
11:30～
14:30～
17:30～

①
②
③
④
ハローワーク下市から
月に2回程度、情報更新

※都合により、番組内容・放送時間を変更させていただくことがあります。ご了承ください。
※ＣＶＹをご覧いただくには、こまどりケーブルに加入する必要があります。
※サービス内容・お申し込み・料金・解約・契約内容の変更・告知放送受信機の故障等については、こまどりケーブルにお問い合わせください。

（No.282）

求
人
案
内

放
送
時
間

10（水） 11（木） 12（金）9（火）8（月） 13（土） 14（日）

15（月） 16（火） 17（水） 18（木） 19（金） 20（土） 21（日）

22（月） 23（火） 24（水） 25（木） 26（金） 27（土） 28（日）

29（月） 30（火） 31（水） 6/1（木） 2（金） 3（土） 4（日）

再放送／ＣＶＹスペシャル

「食育と農の達人」
～給食に地元の恵み届けます～

壬申の乱と「万葉集」
～第４回壬申の乱１３５０年講演会～

「春らんまん２０２３」

吉野町と大淀町の２ＣＡＴＶ局共同制作
各町自慢の春の風景を特集

（No. 16）

5/1（月） 2（火） 3（水） 4（木） 5（金） 6（土） 7（日）

吉野町の今の風景を音楽に
のせて　　 制作／イメージ工房

あっちこっち吉野 PARTⅡ「桜 風」
～ＳＡＫＵＲＡ ＫＡＺＥ～
制作／Ｗｉｎdｓ Ｐｒｏ

みんなの広報ぐるっと読み

「広報よしの」６月号の主な内容を
テレビで紹介します。

（No.201）

CVYワイドニュース

身近な地域の話題をお伝えします。

ＣＶＹイベントホール

「第３回 阪本仙次顕彰会報告会」

（No.565）

スマイルバスで行くディープな吉野之旅２０２２
「大海人皇子が越えたもう一つの峠を歩く」

～３年間をかけて再生した道～

ＣＶＹアーカイブス

２００７年５月に放送した
「ＣＶＹワイドニュース」を再放送。

Ｅーテレ学び～

①吉小／吉野山桜散策
②吉中／吉野山観光案内

テテテテテテテテテテレレレレレレレレレレビビビビビビビガガイ月 ビビビビビビビ

（No.240）

５月に放送した「ＣＶＹワイドニュー
ス」の再放送。見逃したニュースは
ここで再チェック（No.203）

（No.170） （No.165）

CATVネットワークスペシャル

吉野・大淀・下市の各CATV局が
取材した4月の話題を共同で
お伝えします。

ＣＶＹ月間まとめてワイドニュース

再放送／ＣＶＹイベントホール 再放送／ＣＶＹスペシャル

※
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切
り
日　

毎
月
5
日

※
必
ず
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・
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話
番
号
等
の
連
絡
先

を
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記
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て
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だ
さ
い
。
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◆cvy@
tow
n.yoshino.lg.jp
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子
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市

電話番号の市外局番の表記がないものは、0746です。

秘密厳守 ※子どもに関する相談窓口は
　　　　　　に掲載しています子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば子育てひろば

各種相談窓口 心配ごと・人権・行政ほか
無 料
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朝
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に
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水
の
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春
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る
野
の
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花
は
肩
寄
せ
り

宮
川
美
枝
子
・
飯　

貝

●無料法律相談 【要予約】（13時～16時まで）
　5月16日（火） 下市町役場 （住民保険課） 

℡0747（52）0001

●中南和法律相談センター【要予約】（13時～16時まで）
 　5月10日（水）  野迫川村役場 ２階 会議室
　5月25日（木）  十津川村役場 第2会議室
     予約先 奈良弁護士会・中南和法律相談センター係

（相談受付は2週間前より）℡0742（22）2035

●消費生活相談窓口（13時～16時まで）
    ５月11、18、25日　川上村役場 住民課

℡（52）0111

●心配ごと・人権・行政相談（13時～16時まで）
5月18日（木）　社会福祉協議会 相談室
問吉野町社会福祉協議会　℡（32）8978

●行政書士による相続・遺言手続・空き家等解決相談会
 　5月9日（火）、23日（火）　13時30分～16時
 　吉野町中央公民館　（予約優先・初回のみ無料）

行政書士 森田 定和　℡090（9059）6963

●ハローワーク下市  出張相談

お仕事探しに関する様 な々相談ができます。
事業主の方も大歓迎です。（申込不要）
5月19日（金）　１4時～１6時
　吉野町役場 １階 第1相談室にて
問ハローワーク下市　℡0747(52)3867

サービス内容・お申し込み・料金・解約・契
約内容の変更・告知放送受信機の故障 等

テレビの受信故障

インターネット・ＩＰ電話の接続設定
障害について

ＩＰ電話の解約・契約内容の変更等

告知放送受信機の使い方やＣＶＹ
（１１ＣＨ）の放送について

こまどりケーブル
℡0120－667－740
こまどりケーブル
℡0120－950－144
こまどりケーブル
℡0120－333－892
ソフトバンクテレコム
℡0800－222－3366
吉野町ＣＡＴＶ（ＣＶＹ）
℡（32）9090

日・祝日除く
９：００～１７：３０
年中無休
９：００～21：0０
年中無休
２４時間受付
年中無休
９：００～１８：００
土日・祝日除く
８：３０～１７：１５

内　　容 受　付 お問い合わせ先
こまどりケーブルに関するお問い合わせ
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3月
30日

撮
影

■議
会
だ
よ
り

■令
和
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度
当
初
予
算

■ま
ち
の
話
題

　
災
害
救
援
車・非

常
用
ト
イ
レ
配
備
／
奈
良
県
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
派
遣
さ
れ
る

■祝
 消
防
庁
長
官
表
彰
／
新
消
防
団
長
就
任
　

　
令
和
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度
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防
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幹
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名
簿

■ト
ピ
ッ
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ス
デ
ジ
タ
ル
変
革
で
 も
っ
と幸
せ
な
暮
ら
し
に

問ハローワーク下市 求人・職業相談部門
　☎0747（52）3867

ハローワーク下市では、吉野、五條地域の多くの優良企業
の皆様からの正社員求人のお申込があります。今こそ正社
員就職の絶好のチャンスです！！
ぜひ一度、ハローワーク下市をご利用ください。 

広　告

今こそ
正社員

正社員就職を
　　　　希望している方へ

日常の何気ない出来事や、お祭りなどのイベントごと、風
景写真など、投稿内容は何でもOKです。写真の電子デ
ータと内容の説明文（100文字程度）を右記メールアドレ
スまでお送りください。（先着順で掲載）

（公序良俗に反する内容や営利目的の広告等は掲載できま
せん。）

「よしのコレクション」に掲載する投稿記事を募集しています
 応 募 方 法
●メールアドレス　cvy@town.yoshino.lg.jp  へ
●住所・氏名・日中連絡の取れる電話番号 明記
●ペンネームでの掲載希望の場合はその旨明記
●吉野町にゆかりのある方。個人・団体問いません。
問政策戦略課 広報広聴室　℡（32）９０９０

町 の 人 口
3月末現在登録人口

人口合計 人
男性 人2,850
女性 人3,3346,184 世帯数 （-4世帯）  内訳

増加21世帯
減少25世帯

転入 14人
転出 32人

世
帯3,０82

私
の
写
真
を
紹
介
し
ま
す
。
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n

よしコレ
住民のみなさんからの
投稿ページ　＃５7

吉野町在住

たろちゃん

立春前日、吉野山金峯山寺蔵王堂節分会に

て３年ぶりに「福は内、鬼も内」と唱えながら

福豆撒きが行なわれ、久々に活気のある賑

やかな雰囲気に包まれました。

ここ吉野山では全国から追われた鬼を迎え

入れます。荒れ狂う鬼を経典の功徳や法力に

よって、又信徒らの撒く豆で平伏させて「良

い鬼」に改心させます。
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INO

Winter

Events

広
報

5
月
号

令
和
5年
5月
１
日
発
行

発
行
／
奈
良
県
吉
野
町（
http://w

w
w
.tow

n.yoshino.nara.jp/）　
　
　
　
　
企
画・編

集
／
吉
野
町
 政
策
戦
略
課
 広
報
広
聴
室
 ℡
0746（

32）9090

吉
野
町

コ
ロ
ナ

ま
と
め
→


